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老企第 36 号 

平成 12 年３月１日 

 

各都道府県介護保険主管部（局）長あて 

 

厚生省老人保健福祉局企画課長通知 

 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所

サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指

定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う

実施上の留意事項について 

 

沿革  

平成 15 年３月３日老老発第 0303001 号、17 年６月 29 日老総発第 0629001 号、老介発第

0629001 号、老計発第 0629001 号、老振発第 0629001 号、老老発第 0629001 号、９月７日老

計発第 0907001 号、老振発第 0907001 号、老老発第 0907003 号、18 年３月 17 日老計発第

0317001 号、老振発第 0317001 号、老老発第 0317001 号、６月６日老計発第 0606001 号、老

振発第 0606001 号、老老発第 0606001 号、９月 15 日老振発第 0915001 号、老老発第

0915001 号、19 年３月 30 日老振発第 0330001 号、老老発第 0330003 号、20 年７月 29 日老

計発第 0729001 号、老振発第 0729001 号、老老発第 0729001 号、９月１日老計発第 0901001

号、老振発第 0901001 号、老老発第 0901001 号、21 年３月６日老計発第 0306001 号、老振

発第 0306001 号、老老発第 0306002 号、４月 21 日老振発第 0421001 号、24 年３月 16 日老

高発 0316 第１号、老振発 0316 第１号、老老発 0316 第５号、４月 27 日老介発 0427 第１号、

老高発 0427 第１号、老振発 0427 第１号、老老発 0427 第１号、25 年３月 29 日老高発 0329

第２号、老振発 0329 第１号、老老発 0329 第１号、26 年３月 20 日老高発 0320 第１号、老

振発 0320 第１号、老老発 0320 第１号、27 年３月 27 日老介発 0327 第１号、老高発 0327 第

１号、老振発 0327 第１号、老老発 0327 第２号、５月 22 日老高発 0522 第１号、老振発

0522 第１号、老老発 0522 第１号、28 年３月 31 日老推発 0331 第１号、老高発 0331 第２号、

老振発 0331 第１号、老老発 0331 第３号、30 年３月 22 日老高発 0322 第２号、老振発 0322

第１号、老老発 0322 第３号、３月 30 日老高発 0330 第６号、老振発 0330 第３号、老老発

0330 第２号、令和元年８月 13 日老推発 0813 第１号、老高発 0813 第１号、老振発 0813 第

１号、老老発 0813 第１号、令和３年３月 16 日老高発 0316 第３号、老認発 0316 第６号、老

老発 0316 第５号改正 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年２月厚生省告示

第19号）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年２月
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厚生省告示第20号）については、本年２月10日に公布されたところであるが、この実

施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に

対し、周知徹底を図られたい。 

なお、本通知は、指定居宅サービス介護給付費単位数表（以下「居宅サービス単位

数表」という。）のうち訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具

貸与費、並びに指定居宅介護支援介護給付費単位数表（以下「居宅介護支援単位数

表」という。）を対象とするものであり、居宅サービス単位数表のうち短期入所生活

介護費から特定施設入所者生活介護費までについては追って通知するものである。ま

た、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年２月厚生省

告示第21号）についても追って通知するものであることを申し添える。 

記 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

(１) 届出書類の受取り 

指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サービス種類ごと

の一件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷地内において複数種類のサ

ービス事業を行うときは一括提出も可とする。）。 

(２) 要件審査 

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜補正を求める

こと。この要件審査に要する期間は原則として２週間以内を標準とし、遅くて

もおおむね１月以内とすること（相手方の補正に要する時間は除く。）。 

(３) 届出の受理 

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応じない場合は、

不受理として１件書類を返戻すること。 

(４) 国保連合会等への通知 

届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体連合会（以下

「国保連合会」という。）に通知すること。 

(５) 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）に

ついては、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者に対す
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る周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月

から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとするこ

と。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前記に

かかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとする。 

２ 届出事項の公開 

届出事項については都道府県（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の

19第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第252条の22第１項

の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又は中核市。以下同

じ。）（指定居宅介護支援事業者に係る届出事項については、市町村。）におい

て閲覧に供するほか、事業者においても利用料に係る情報として事業所内で掲示

することになること。 

３ 届出事項に係る事後調査の実施 

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後的な調査を行

うこと。 

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場合の届出の取

扱い 

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないことが判明し、

所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出の受理の取消しを行う

こと。この場合、取消しによって当該届出はなかったことになるため、加算に

ついては、当該加算全体が無効となるものであること。当該届出に関してそれ

まで受領していた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは当

然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、厳正な指導を行

い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪質な場合には、指定の取消し

をもって対処すること。 

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至るまでは当該加

算等は算定しないことはもちろん、要件に合致していないことが判明した時点

までに当該加算等が算定されていた場合は、不当利得になるので返還措置を講

ずること。 

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 
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事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等

が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることと

する。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加

算等の算定を行わないものとする。また、この場合において、届出を行わず、当

該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は

不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場

合には指定の取消しをもって対処すること。 

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業所においては、

市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護給付費に係る利用者が支払っ

た利用者負担金の過払い分を、それぞれの利用者に返還金に係る計算書を付して

返還すること。その場合、返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施

設において保存しておくこと。 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福

祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

(１) 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割

合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算に

なる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等

の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第73号）附則第12条に規定

する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行う

が、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が１単位に満たない

場合は、１単位に切り上げて算定する。 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所と同

一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者20人以上にサービスを行う場

合の減算を算定する場合等については、対象となる単位数の合計に当該加減
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算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定することとする。 

（例１）訪問介護（身体介護中心 20分以上30分未満で250単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の25％を加算 

250×1.25＝312.5→313単位 

・この事業所が特定事業所加算（Ⅳ）を算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

313×1.05＝328.65→329単位 

＊250×1.25×1.05＝328.125として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30分以上１時間未満で396単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象となる

単位数の合計に15％を加算 

396×６回＝2,376単位 

2,376×0.15＝356.4→356単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）

の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合（地域

区分は１級地） 

329単位×８回＝2,632単位 

2,632単位×11.40円／単位＝30,004.80円→30,004円 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード

を基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位

数（整数値）である。 

(２) サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型

特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定居宅サービ

ス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除

く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居者生活介護又は認

知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担に

より、その利用者に対してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利
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用させることは差し支えないものであること。また、短期入所生活介護又は短

期入所療養介護を受けている間については、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪

問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費、通所介護費及び

通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間

対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模

多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サ

ービスの所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービスを受けて

いる時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことについては、訪問介

護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チェック等も合わせて

行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が中心の場合）の所定単位

数は算定できない（利用者不在時の訪問サービスの取扱いについては、当該時

間帯に通所サービスを利用するかどうかにかかわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養介護

を受けている者についても算定が可能であること。 

(３) 施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について 

介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院の退所（退院）

日又は短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）については、訪問

看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテ

ーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、

施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行え

ることから、退所（退院）日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった

居宅サービス計画は適正でない。 

また、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する訪問通所

サービスは別に算定できる。ただし、入所（入院）前に通所介護又は通所リハ

ビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。 

また、施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設、経過的介護療養型医療

施設若しくは介護医療院の試行的退所を行っている場合には、外泊時又は試行

的退所時に居宅サービスは算定できない。 

(４) 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについて 
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利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。

ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同

一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に

応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場

合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。

例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、適切なアセスメント（利

用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等の

その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかに

し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決す

べき課題を把握することをいう。以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況

や介護の内容から同一時間帯に訪問看護を利用することが必要であると判断さ

れ、30分以上１時間未満の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定

訪問看護ステーションの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護につい

ては396単位、訪問看護については821単位がそれぞれ算定されることとなる。 

(５) 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した

場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づける。

例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に100分間訪問し、夫に50分の訪問介護

（身体介護中心の場合）、妻に50分の訪問介護（身体介護中心の場合）を提供

した場合、夫、妻それぞれ396単位ずつ算定される。ただし、生活援助につい

ては、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。また、要介護者と

要支援者等がいる世帯において同一時間帯に訪問介護及び介護保険法第115条

の45第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（指定事業者によるものに限

る。）を利用した場合も同様に、訪問介護費の算定に当たっては、要介護者へ

のサービスに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置付けるこ

と。生活援助についても、適宜所要時間を振り分けた上で、要介護者に係る訪

問介護費を算定すること。 

(６) 訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護保険

法（平成９年法律第123号）第８条の定義上、要介護者の居宅において行われ



8 

るものとされており、要介護者の居宅以外で行われるものは算定できない。例

えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の居宅から乗降場までの

移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、（場合により）

院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、これは居宅にお

いて行われる目的地（病院等）に行くための準備を含む一連のサービス行為と

みなし得るためである。居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への

乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護とし

て算定することはできない。 

(７) 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活

用について」（平成５年 10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通

知）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立

度」という。）を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の

判定結果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」という。）を

用いるものとする。 

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は

各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、

「要介護認定等の実施について」（平成21年９月30日老発0930第５号厚生労

働省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３ 主治医の意

見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心身の状態に関する意見

(１)日常生活の自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記

載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新

しい判定を用いるものとする。 

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られ

ていない場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実施について」に基

づき、認定調査員が記入した同通知中「２(４) 認定調査員」に規定する

「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生

活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

(８) 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおりとす



9 

ること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和47年法律第113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措

置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」とい

う。）第23条第１項、同条第３項又は同法第24条に規定する所定労働時間の

短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」

という。）が講じられている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での

計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１と

して取り扱うことを可能とする。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤

の従業者が勤務すべき時間数（ 32時間を下回る場合は 32時間を基本とす

る。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置又は育児及

び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、

利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に

常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が労働

基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休業、母性健康管理措置、

育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条第２号に規定する

介護休業、同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法

第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定

する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間に

おいて、当該要件において求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を

常勤の従業者の員数に換算することにより、当該要件を満たすことが可能で

あることとする。 

(９) 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この(９)において「事業

者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行

うことができる。 
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イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法に

よること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存す

る方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁

的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁

気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

ハ その他、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」という。）第

217条第１項において電磁的記録により行うことができるとされているもの

に類するものは、イ及びロに準じた方法によること。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用者又

はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定居宅サービス基準第８条第２項から第６

項までの規定に準じた方法によること。 

ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意

思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確に

する観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活

用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６

月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 
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ニ その他、指定居宅サービス基準第217条第２項において電磁的方法によ

ることができるとされているものに類するものは、イからハまでに準じた

方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的方法の定めがある

ものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書につ

いては、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り扱うもの

とすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月

19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることとし、変更の主な

方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとすること。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっては、

事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書類等を求め

ないものとすること。 

２ 訪問介護費 

(１) 「身体介護」及び「生活援助」の意義について 

注２の「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれ

を行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な

機能の向上等のための介助及び専門的な援助であり、１人の利用者に対して訪

問介護員等が１対１で行うものをいう。（特別な事情により複数の利用者に対

して行う場合は、１回の身体介護の所要時間を１回の利用者の人数で除した結

果の利用者１人当たりの所要時間が(４)にいう要件を満たすこと。）その具体

例としては、例えば、「食事介助」の場合には、食事摂取のための介助のみな

らず、そのための一連の行為（例：声かけ・説明→訪問介護員等自身の手洗等

→利用者の手拭き、エプロンがけ等の準備→食事姿勢の確保→配膳→おかずを

きざむ、つぶす等→摂食介助→食後安楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼ

しの処理→エプロン・タオルなどの後始末・下膳など）が該当するものであり、
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具体的な運用に当たっては、利用者の自立支援に資する観点からサービスの実

態を踏まえた取扱いとすること。（具体的な取扱いは「訪問介護におけるサー

ビス行為ごとの区分等について」（平成12年３月17日老計第10号）を参照する

こと。） 

また、「利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び

専門的な援助」とは、利用者の日常生活動作能力などの向上のために利用者の

日常生活動作を見守りながら行う手助けや介助に合わせて行う専門的な相談助

言を言うこと。 

なお、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）の規定に基づく、

自らの事業又はその一環として、たんの吸引等（口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の

喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又

は経鼻経管栄養をいう。以下同じ。）の業務を行うための登録を受けている事

業所が、指定訪問介護として行うたんの吸引等に係る報酬上の区分については

「身体介護」として取り扱うこと。 

注３の「生活援助」とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、

調理などの日常生活の援助とされたが、次のような行為は生活援助の内容に含

まれないものであるので留意すること。（具体的な取扱いは「指定訪問介護事

業所の事業運営の取扱等について」（平成12年11月16日老振第76号）を参照す

ること。） 

① 商品の販売や農作業等生業の援助的な行為 

② 直接本人の援助に該当しない行為 

・ 主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判

断される行為 

③ 日常生活の援助に該当しない行為 

・ 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断さ

れる行為 

・ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為 

(２) 訪問介護の区分 

訪問介護の区分については身体介護が中心である場合（以下「身体介護中心

型」という。）、生活援助が中心である場合（以下「生活援助中心型」とい
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う。）の２区分とされたが、これらの型の適用に当たっては、１回の訪問介護

において「身体介護」と「生活援助」が混在するような場合について、全体と

していずれかの型の単位数を算定するのではなく、「身体介護」に該当する行

為がどの程度含まれるかを基準に、「身体介護」と「生活援助」を組み合わせ

て算定することとする（(３)に詳述）。この場合、身体介護のサービス行為の

一連の流れを細かく区分しないよう留意すること。例えば、「食事介助」のサ

ービス行為の一連の流れに配下膳が含まれている場合に、当該配下膳の行為だ

けをもってして「生活援助」の一つの単独行為として取り扱わない。 

いずれの型の単位数を算定するかを判断する際は、まず、身体介護に要する

一般的な時間や内容からみて、身体介護を構成する個々の行為を 

① 比較的手間のかからない体位変換、移動介助、移乗介助、起床介助（寝床

から起こす介助）、就寝介助（寝床に寝かす介助）等の「動作介護」 

② ある程度手間のかかる排泄介助、部分清拭、部分浴介助、整容介助、更衣

介助等の「身の回り介護」 

③ さらに長い時間で手間のかかる食事介助、全身清拭、全身浴介助等の「生

活介護」 

に大きく分類することとし、その上で、次の考え方を基本に、訪問介護事業者

は、居宅サービス計画作成時点において、利用者が選択した居宅介護支援事業

者と十分連携を図りながら、利用者の心身の状況、意向等を踏まえ、適切な型

が適用されるよう留意するとともに、訪問介護計画の作成の際に、利用者又は

その家族等への説明を十分に行い、その同意の上、いずれの型かを確定するも

のであること。 

① 身体介護中心型の所定単位数が算定される場合 

・ 専ら身体介護を行う場合 

・ 主として「生活介護」や「身の回り介護」を行うとともに、これに関連

して若干の生活援助を行う場合 

（例）簡単な調理の後（５分程度）、食事介助を行う（50分程度）場合（所

要時間30分以上１時間未満の身体介護中心型）。 

② 生活援助中心型の所定単位数が算定される場合 

・ 専ら生活援助を行う場合 
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・ 生活援助に伴い若干の「動作介護」を行う場合 

（例）利用者の居室から居間までの移動介助を行った後（５分程度）、居室

の掃除（35分程度）を行う場合（所要時間20分以上45分未満の生活援助

中心型）。 

なお、訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、そ

れに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、訪問介護費は算定で

きない。 

(３) １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱い 

１回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う必要が

ある場合は、居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、適切なアセ

スメントにより、あらかじめ具体的なサービス内容を「身体介護」と「生活援

助」に区分してそれに要する標準的な時間に基づき、「身体介護」と「生活援

助」を組み合わせて算定することとする。なお、身体介護中心型の単位数に生

活援助が20分以上で67単位、45分以上で134単位、70分以上で201単位を加算す

る方式となるが、１回の訪問介護の全体時間のうち「身体介護」及び「生活援

助」の所要時間に基づき判断するため、実際のサービスの提供は身体介護中心

型の後に引き続き生活援助中心型を行う場合に限らず、例えば、生活援助の後

に引き続き身体介護を行ってもよい。 

（例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支え

ながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、居室

の掃除を行う場合。 

〔具体的な取扱い〕 「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを

基準に以下のいずれかの組み合わせを算定 

・ 身体介護中心型20分以上30分未満（250単位）＋生活援助加算 45分

（134単位） 

・ 身体介護中心型30分以上１時間未満（396単位）＋生活援助加算20分

（67単位） 

なお、20分未満の身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、引き続き

行われる生活援助の単位数の加算を行うことはできない（緊急時訪問介護

加算を算定する場合を除く。）。 
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(４) 訪問介護の所要時間 

① 訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間では

なく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに

要する標準的な時間とすること。 

② 訪問介護の報酬については、①により算出された指定訪問介護を行うのに

要する標準的な時間が、いずれの時間区分に該当するかをもって決定される

ものである。訪問介護の所要時間は、介護支援専門員やサービス提供責任者

が行う適切なアセスメント及びマネジメントにより、利用者の意向や状態像

に従い設定されるべきものであることを踏まえ、訪問介護計画の作成時には

硬直的な運用にならないよう十分に留意し、利用者にとって真に必要なサー

ビスが必要に応じて提供されるよう配慮すること。 

③ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、指定訪問介護を実際に行った時

間を記録させるとともに、当該時間が①により算出された指定訪問介護を行

うのに要する標準的な時間に比べ著しく短時間となっている状態が続く場合

には、サービス提供責任者に、介護支援専門員と調整の上、訪問介護計画の

見直しを行わせるものとする。具体的には、介護報酬の算定に当たっての時

間区分を下回る状態（例えば、身体介護中心型において、標準的な時間は45

分、実績は20分の場合）が１カ月以上継続する等、常態化している場合等が

該当する。 

④ 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであ

ることから、単に１回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適

切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね２時間未

満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算す

るものとする（緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認めら

れている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を

提供する場合を除く。）。 

ただし、(５)①の規定に該当する場合は、前記の規定に関わらず、20分未

満の身体介護中心型について、前回提供した指定訪問介護から２時間未満の

間隔で提供することが可能であり、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単

位数を算定するものとする。 
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⑤ 所要時間が訪問介護費の算定要件を満たさない指定訪問介護（生活援助中

心型の所要時間が20分未満の場合）については、訪問介護費の算定対象とな

らないが、こうした所定時間数未満の訪問介護であっても、複数回にわたる

訪問介護を一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、それぞれ

の訪問介護の所要時間を合計して１回の訪問介護として算定できる。例えば、

午前に訪問介護員等が診察券を窓口に提出し（所要時間20分未満）、昼に通

院介助を行い、午後に薬を受け取りに行く（所要時間20分未満）とした場合

には、それぞれの所要時間は20分未満であるため、それぞれを生活援助（所

要時間20分以上45分未満）として算定できないが、一連のサービス行為（通

院介助）とみなして所要時間を合計し、１回の訪問介護（身体介護中心型に

引き続き生活援助を行う場合）として算定できる。 

⑥ 訪問介護計画に位置付けられた訪問介護の内容が、単なる本人の安否確認

や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合

には、⑤の規定にかかわらず、訪問介護費は算定できないものとする。 

⑦ １人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場

合も、１回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定

する。訪問介護員等ごとに複数回の訪問介護として算定することはできない。 

(５) 20分未満の身体介護の算定について 

① 所要時間20分未満の身体介護中心型の算定については、次の各号に掲げる

いずれにも該当する場合には、頻回の訪問（(４)④のただし書きに規定する、

前回提供した指定訪問介護からおおむね２時間の間隔を空けずにサービスを

提供するものをいう。（以下訪問介護費において同じ。））を行うことがで

きる。 

ａ 次のいずれかに該当する者 

（ａ） 要介護１又は要介護２の利用者であって、周囲の者による日常生活に

対する注意を必要とする認知症のもの。（「周囲の者による日常生活に対す

る注意を必要とする認知症のもの」とは、日常生活自立度のランクⅡ、Ⅲ、

Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。） 

（ｂ） 要介護３、要介護４及び要介護５の利用者であって、「「障害老人の

日常生活自立度（寝たきり度）判定基準」の活用について」（平成３年11月
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18日老健第102－２号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知）におけるラン

クＢ以上に該当するもの（当該自立度の取扱いについては、第２の１の(７)

に定める「認知症高齢者の日常生活自立度」の取扱いに準じる。） 

ｂ ａの要件を満たす利用者を担当する介護支援専門員が開催するサービス担

当者会議において、１週間のうち５日以上、頻回の訪問を含む20分未満の身

体介護の提供が必要と判断されたものに対して提供される指定訪問介護であ

ること。この場合、当該サービス担当者会議については、当該指定訪問介護

の提供日の属する月の前３月の間に１度以上開催され、かつ、サービス提供

責任者が参加していなければならないこと。なお、１週間のうち５日以上の

日の計算に当たっては、日中の時間帯のサービスのみに限らず、夜間、深夜

及び早朝の時間帯のサービスも含めて差し支えないこと。 

ｃ 当該指定訪問介護を提供する指定訪問介護事業所は、24時間体制で、利用

者又はその家族等から電話等による連絡に常時対応できる体制にあるもので

なければならない。 

また、利用者又はその家族等からの連絡に対応する職員は、営業時間中に

おいては当該事業所の職員が１以上配置されていなければならないが、当該

職員が利用者からの連絡に対応できる体制を確保している場合は、利用者に

指定訪問介護を提供することも差し支えない。また、営業時間以外の時間帯

については、併設する事業所等の職員又は自宅待機中の当該指定訪問介護事

業所の職員であって差し支えない。 

ｄ 頻回の訪問により20分未満の身体介護中心型の単位を算定する指定訪問介

護事業所は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と一体的に運営

しているもの又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定を併

せて受ける計画を策定しているものでなければならないこと（要介護１又は

要介護２の利用者に対して提供する場合は、指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所と一体的に運営しているものに限る。）。 

ｅ ｃ及びｄの事項については届出を要することとされており、日中における

20分未満の身体介護中心型の算定を開始する始期については、第１の１の

(５)の取扱いに準じること。 

② 20分未満の身体介護中心型については、下限となる所要時間を定めてはい
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ないが、本時間区分により提供されるサービスについては、排泄介助、体位

交換、服薬介助、起床介助、就寝介助等といった利用者の生活にとって定期

的に必要な短時間の身体介護を想定しており、訪問介護の内容が単なる本人

の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護を行う場合に

は、算定できないものであること。 

また、いずれの時間帯においても20分未満の身体介護中心型の単位を算定

する場合、引き続き生活援助を行うことは認められない（緊急時訪問介護加

算を算定する場合を除く。）ことに留意すること。 

③ ①の規定により、頻回の訪問を含む20分未満の身体介護中心型の単位を算

定した月における当該利用者に係る１月当たりの訪問介護費は、指定地域密

着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告

示第126号）の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ(１)（訪問看護サ

ービスを行わない場合）のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単

位数を限度として算定できるものであること。なお、頻回の訪問の要件を満

たす事業所の利用者であっても、当該月において頻回の訪問を含まない場合

は、当該算定上限を適用しないこと。 

なお、頻回の訪問として提供する20分未満の身体介護中心型の単位を算定

する場合は、当該サービス提供が「頻回の訪問」にあたるものであることに

ついて、居宅サービス計画において、明確に位置付けられていることを要す

るものであること。 

(６) 「生活援助中心型」の単位を算定する場合 

注３において「生活援助中心型」の単位を算定することができる場合として

「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家

族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、障害、疾病のほか、

障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困

難な場合をいうものであること。 

なお、居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、

居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内

容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解

決に必要であって最適なサービスの内容とその方針を明確に記載する必要があ
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る。 

(７) 「通院等乗降介助」の単位を算定する場合 

① 指定訪問介護事業者が注４の「通院等乗降介助」を行う場合には、当該所

定単位数を算定することとし、「身体介護中心型」の所定単位数は算定でき

ない。当該所定単位数を算定するに当たっては、道路運送法（昭和26年法律

第183号）等他の法令等に抵触しないよう留意すること。なお、移送行為そ

のものすなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対象ではなく、移送に係

る経費（運賃）は、引き続き、評価しない。 

② 注４において「通院等乗降介助」の単位を算定することができる場合、片

道につき所定単位数を算定する。よって、乗車と降車のそれぞれについて区

分して算定することはできない。 

③ 複数の要介護者に「通院等乗降介助」を行った場合であって、乗降時に１

人の利用者に対して１対１で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効

率的なサービス提供の観点から移送時間を極小化すること。 

④ 利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」としての

通院・外出介助と同じものである。なお、この場合の「通院等」には、入院

と退院も含まれる。 

⑤ サービス行為について、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、

「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先若し

くは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」とは、それぞれ具体的に介

助する行為を要することとする。例えば、利用者の日常生活動作能力などの

向上のために、移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だ

けで、事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両

内から見守るのみでは算定対象とならない。 

また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車

前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は、「通院

先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」を行う場合に算定対

象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない

場合には算定対象とならない。 

⑥ 「通院等乗降介助」は、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、
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「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先若し

くは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」を一連のサービス行為とし

て含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分し、「通院等乗降介

助」又は「身体介護中心型」として算定できない。例えば、通院等に伴いこ

れに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」・「目的地（病院等）

に行くための準備」や通院先での「院内の移動等の介助」は、「通院等乗降

介助」に含まれるものであり、別に「身体介護中心型」として算定できない。 

なお、１人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して「通院等乗降

介助」を行った場合も、１回の「通院等乗降介助」として算定し、訪問介護

員等ごとに細かく区分して算定できない。 

⑦ 「通院等乗降介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメント

を通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の一つ

として、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付け

られている必要があり、居宅サービス計画において、 

ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由 

イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨 

ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡し

ていること 

を明確に記載する必要がある。 

⑧ 目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、目的地（病院

等）間の移送や、通所サービス・短期入所サービスの事業所から目的地（病

院等）への移送に係る乗降介助に関しても、同一の指定訪問介護事業所が行

うことを条件に、算定することができる。なお、この場合、通所サービスに

ついては利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算（以下の具体

的取な取扱いにおいて「送迎減算」という。）が適用となり、短期入所サー

ビスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できない。 

〔具体的な取扱い〕居宅が始点又は終点であること及び同一の訪問介護事業

所の通院等乗降介助を利用することを条件に算定する。具体例は以下のとお

り。 

ａ 利用者が通所介護の終了後、通院等乗降介助を利用して病院へ行き、そ
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の後再び通院等乗降介助を利用して居宅へ帰る場合 通所介護事業所と病

院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の２回について、通院等乗降介助

を算定できる。 

・居宅 

↓ 

・通所介護事業所 ※帰りの送迎を行わないため送迎減算を適用 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・居宅 

ｂ 利用者が通院等乗降介助を利用して居宅から病院へ行き、その後再び通

院等乗降介助を利用して通所介護事業所へ行く場合 居宅と病院の間の移

送及び病院と通所介護事業所の間の移送の２回について、通院等乗降介助

を算定できる。 

・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・通所介護事業所 ※行きの送迎を行わないため送迎減算を適用 

↓ 

・居宅 

ｃ 利用者が居宅から通院等乗降介助を利用して複数（２か所）の病院へ行

き、その後再び通院等乗降介助を利用して居宅へ帰る場合 居宅と病院の

間の移送、病院と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の３回につい

て、通院等乗降介助を算定できる。 

・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目） 

・病院 

↓通院等乗降介助（２回目） 

・病院 
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↓通院等乗降介助（３回目） 

・居宅 

(８) 「通院等乗降介助」と「身体介護中心型」の区分 

要介護４又は要介護５の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助

を行うことの前後に連続して相当の所要時間（20～30分程度以上）を要しかつ

手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護中心

型」の所定単位数を算定できる。この場合には、「通院等乗降介助」の所定単

位数は算定できない。 

（例）（乗車の介助の前に連続して）寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介

助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ

移動介助する場合。 

(９) 「通院等乗降介助」と通所サービス・短期入所サービスの「送迎」の区分 

通所サービス又は短期入所サービスにおいて利用者の居宅と当該事業所との

間の送迎を行う場合は、当該利用者の心身の状況により当該事業所の送迎車を

利用することができないなど特別な事情のない限り、短期入所サービスの送迎

加算を算定することとし（通所サービスは基本単位に包括）、「通院等乗降介

助」は算定できない。 

(10) ２人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い等 

２人の訪問介護員等による訪問介護について、所定単位数の100分の200に相

当する単位数が算定される場合のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合する

利用者等（平成27年厚生労働省告示第94号。以下「利用者等告示」という。）

第３号イの場合としては、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を内容とす

る訪問介護を提供する場合等が該当し、同号ハの場合としては、例えば、エレ

ベータのない建物の２階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等

が該当するものであること。したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯

に２人の訪問介護員等によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望に

より利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、所定単位数の100分の200に

相当する単位数は算定されない。 

なお、通院・外出介助において、１人の訪問介護員等が車両に同乗して気分

の確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合には、当該車両を運転す
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るもう１人の訪問介護員等は別に「通院等乗降介助」を算定することはできな

い。 

(11) 早朝・夜間、深夜の訪問介護の取扱い 

居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加

算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するものとすること。な

お、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサー

ビス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合にお

いては、当該加算は算定できない。 

(12) 特定事業所加算について 

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。 

① 体制要件 

イ 計画的な研修の実施 

厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大

臣基準告示」という。）第３号イ(１)の「訪問介護員等ごとに研修計画を

作成」又は同号ニ(２)の「サービス提供責任者ごとに研修計画を作成」に

ついては、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内

容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪

問介護員等又はサービス提供責任者について個別具体的な研修の目標、内

容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 

ロ 会議の定期的開催 

同号イ(２)（一）の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当た

っての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等

の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録

ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問介護員

等のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、

全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいく

つかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状

況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」と

は、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。 

また、会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミ
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ュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。 

ハ 文書等による指示及びサービス提供後の報告 

同号イ(２)（二）の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっ

ての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の

動向を含め、記載しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

なお、「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更が

あった場合に記載することで足りるものとし、１日のうち、同一の訪問介

護員等が同一の利用者に複数回訪問する場合であって、利用者の体調の急

変等、特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及びサー

ビス提供後の報告を省略することも差し支えないものとする。 

また、サービス提供責任者が事業所に不在時のサービス提供に係る文書

等による指示及びサービス提供後の報告については、サービス提供責任者

が事前に一括指示を行い、適宜事後に報告を受けることも差し支えないも

のとする。この場合、前回のサービス提供時の状況等については、訪問介

護員等の間での引き継ぎを行う等、適切な対応を図るとともに、利用者の

体調の急変等の際の対応のためサービス提供責任者との連絡体制を適切に

確保すること。 

同号イ(２)（二）の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文

書を手交する方法のほか、ＦＡＸ、メール等によることも可能である。 

また、同号イ(２)（二）の訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終

了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書（電磁的記録を含
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む。）にて記録を保存しなければならない。 

ニ 定期健康診断の実施 

同号イ(３)の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施

することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護

員等も含めて、少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担により

実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、

少なくとも１年以内に当該健康診断等が実施されることが計画されている

ことをもって足りるものとする。 

ホ 緊急時における対応方法の明示 

同号イ(４)の「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応

方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付

し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要事項

説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。 

② 人材要件 

イ 訪問介護員等要件 

第３号イ(５)の介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程

修了者及び１級課程修了者の割合については、前年度（３月を除く。）又

は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、常勤換

算方法により算出した数を用いて算出するものとする。ただし、生活援助

従事者研修修了者については、0.5を乗じて算出するものとする。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者

若しくは１級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得してい

る又は研修の課程を修了している者とすること。 

また、看護師等の資格を有する者については、１級課程の全科目を免除

することが可能とされていたことから、１級課程修了者に含めて差し支え

ない。 

ロ サービス提供責任者要件 

同号イ(６)の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間で

はなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうもの

であり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。 
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なお、同号イ(６)ただし書については、指定居宅サービス基準第５条第

２項の規定により常勤のサービス提供責任者を２人配置することとされて

いる事業所については、同項ただし書により常勤のサービス提供責任者を

１人配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる

員数配置することで基準を満たすことになるが、本要件を満たすためには、

常勤のサービス提供責任者を２人以上配置しなければならないとしている

ものである。 

また、同号ニ(３)については、指定居宅サービス等基準第５条第２項の

規定により配置されることとされている常勤のサービス提供責任者が２人

以下の指定訪問介護事業所であって、基準により配置することとされてい

る常勤のサービス提供責任者の数（サービス提供責任者の配置について、

常勤換算方法を採用する事業所を除く。）を上回る数の常勤のサービス提

供責任者を１人以上配置しなければならないこととしているものである。 

看護師等の資格を有する者については、１級課程の全科目を免除するこ

とが可能とされていたことから、１級課程修了者に含めて差し支えない。 

ハ 勤続年数要件 

ａ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものと

する。具体的には、令和３年４月における勤続年数７年以上の者とは、

令和３年３月31日時点で勤続年数が７年以上である者をいう。 

ｂ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等

においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含

めることができるものとする。 

③ 重度要介護者等対応要件 

第３号イ(７)の要介護４及び要介護５である者又は同号ニ(４)の要介護３、

要介護４又は要介護５である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若

しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者並びに社

会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和61年厚生省令第49号）第１条各号

に掲げる行為を必要とする者の割合については、前年度（３月を除く。）又

は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、利用実人
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員又は訪問回数を用いて算定するものとする。なお、「日常生活に支障を来

すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認

知症である者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用

者を、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必

要とする者」とは、たんの吸引等（口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、

気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経

管栄養）の行為を必要とする利用者を指すものとする。また、本要件に係る

割合の計算において、たんの吸引等の行為を必要とする者を算入できる事業

所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく、自らの事業又はその一

環としてたんの吸引等の業務を行うための登録を受けているものに限られる

こと。 

④ 割合の計算方法 

②イ及びハの職員の割合並びに③の利用実人員の割合の計算は、次の取扱

いによるものとする。 

イ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開

した事業所を含む。）については、前年度の実績による加算の届出はでき

ないものとする。 

ロ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以

降においても、直近３月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に

所定の割合を維持しなければならない。 

また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合

を下回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければなら

ない。 

(13) 共生型訪問介護の所定単位数等の取扱い 

① 障害福祉制度の指定居宅介護事業所が、要介護高齢者に対し訪問介護を提

供する場合 

イ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助

従事者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員１級課程又

は旧２級課程修了者及び居宅介護職員初任者研修課程修了者（相当する研

修課程修了者を含む。）が訪問介護を提供する場合は、所定単位数を算定
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すること。 

ロ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者（相当する研修課程修了者を

含む。なお、介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平成24年厚生労

働省令第25号）による改正前の介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第

36号）第22条の23第１項に規定する３級課程修了者については、相当する

研修課程修了者に含むものとする。）、実務経験を有する者（平成18年３

月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又

は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事

から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

をいう。）及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害

者外出介護従業者養成研修又は知的障害者外出介護従業者養成研修課程修

了者（これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修

の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了し

た旨の証明書の交付を受けた者を含む。以下「旧外出介護研修修了者」と

いう。）が訪問介護（旧外出介護研修修了者については、通院・外出介助

（通院等乗降介助を含む。）に限る。）を提供する場合は、所定単位数の

100分の70に相当する単位数を算定すること。 

ハ 重度訪問介護従業者養成研修課程修了者（相当する研修課程修了者を含

む。）が訪問介護を提供する場合（早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、

一時的に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限

る。）は、所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定すること。 

② 障害福祉制度の指定重度訪問介護事業所が、要介護高齢者に対し訪問介護

を提供する場合は、所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定するこ

と。 

③ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者及び重度訪問介護従業者養成研

修課程修了者等による共生型訪問介護の取扱い 

①イ以外の者については、65歳に達した日の前日において、これらの研修

課程修了者が勤務する指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所にお

いて、指定居宅介護又は指定重度訪問介護を利用していた高齢障害者に対し

てのみ、サービスを提供できることとする。すなわち、新規の要介護高齢者
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へのサービス提供はできないこと。 

(14) 指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しく

は指定訪問介護事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」という。）

等に居住する利用者に対する取扱い 

① 同一敷地内建物等の定義 

注10における「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所と構造

上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指

定訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）に

ある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具

体的には、一体的な建築物として、当該建物の１階部分に指定訪問介護事業

所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地

内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や

幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

② 同一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

イ 「当該指定訪問介護事業所における利用者が同一建物に20人以上居住す

る建物」とは、①に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建

築物に当該指定訪問介護事業所の利用者が20人以上居住する場合に該当し、

同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合

算するものではない。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。こ

の場合、１月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当す

る建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。

この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとす

る。また、当該指定訪問介護事業所が、第１号訪問事業（旧指定介護予防

訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。以下同じ。）

と一体的な運営をしている場合、第１号訪問事業の利用者を含めて計算す

ること。 

③ 当該減算は、指定訪問介護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサ

ービス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減

算の適用については、位置関係のみをもって判断することがないよう留意す
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ること。具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化

につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。 

（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横

断するために迂回しなければならない場合 

④ ①及び②のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物

の管理、運営法人が当該指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる

場合であっても該当するものであること。 

⑤ 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義 

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定訪問

介護事業所の利用者が50人以上居住する建物の利用者全員に適用されるも

のである。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。こ

の場合、１月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当す

る建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。

この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとす

る。 

(15) 特別地域訪問介護加算について 

注11の「その一部として使用される事務所」とは、待機や道具の保管、着替

え等を行う出張所等（以下「サテライト事業所」という）を指し、例えば、本

体の事業所が離島等以外に所在し、サテライト事業所が離島等に所在する場合、

本体事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護は加算の対象とな

らず、サテライト事業所を業務の本拠とする訪問介護員等による訪問介護は加

算の対象となるものであること。 

サテライト事業所のみが離島等に所在する場合には、当該サテライト事業所

を本拠とする訪問介護員等を明確にするとともに、当該サテライト事業所から

の提供した具体的なサービスの内容等の記録を別に行い、管理すること。 

(16) 注12の取扱い 

① (15)を参照のこと。 
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② 延訪問回数は前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均延訪問回数をい

うものとする。 

③ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開し

た事業所を含む。）については、直近の３月における１月当たりの平均延訪

問回数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開し

た事業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。 

平均延訪問回数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の回数を

上回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 

④ 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、

同意を得てサービスを行う必要があること 

(17) 注13の取扱い 

注13の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス基準第20条第３

項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。 

(18) 緊急時訪問介護加算について 

① 「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない

（当該指定訪問介護を提供した時間帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位

置付けられたサービス提供の日時以外の時間帯であるものをいう。）訪問介

護（身体介護が中心のものに限る。）を、利用者又はその家族等から要請を

受けてから24時間以内に行った場合をいうものとする。 

② 当該加算は、１回の要請につき１回を限度として算定できるものとする。 

③ 緊急時訪問介護加算は、サービス提供責任者が、事前に指定居宅介護支援

事業所の介護支援専門員と連携を図り、当該介護支援専門員が、利用者又は

その家族等から要請された日時又は時間帯に身体介護中心型の訪問介護を提

供する必要があると判断した場合に加算されるものであるが、やむを得ない

事由により、介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、指定訪問介護

事業所により緊急に身体介護中心型の訪問介護が行われた場合であって、事

後に介護支援専門員によって、当該訪問が必要であったと判断された場合に

は、加算の算定は可能である。 

④ 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、サービス提供責任

者と介護支援専門員が連携を図った上、利用者又はその家族等からの要請内
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容から、当該訪問介護に要する標準的な時間を、介護支援専門員が判断する。

なお、介護支援専門員が、実際に行われた訪問介護の内容を考慮して、所要

時間を変更することは差し支えない。 

⑤ 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、(４)④及び(５)の

規定は適用されないものとする。したがって、所要時間が20分未満であって

も、20分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可

能であり、当該加算の対象となる訪問介護と当該訪問介護の前後に行われた

訪問介護の間隔が２時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間

に応じた所定単位数を算定する（所要時間を合算する必要はない。）ものと

する。 

⑥ 緊急時訪問介護加算の対象となる指定訪問介護の提供を行った場合は、指

定居宅サービス基準第19条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該

訪問介護の提供時刻及び緊急時訪問介護加算の算定対象である旨等を記録す

るものとする。 

(19) 初回加算について 

① 本加算は、利用者が過去２月間（暦月）に、当該指定訪問介護事業所から

指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるものである。 

② サービス提供責任者が、訪問介護に同行した場合については、指定居宅サ

ービス基準第19条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。また、

この場合において、当該サービス提供責任者は、訪問介護に要する時間を通

じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、

途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。 

(20) 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について 

イ 「生活機能の向上を目的とした訪問介護計画」とは、利用者の日常生活

において介助等を必要とする行為について、単に訪問介護員等が介助等を

行うのみならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限

り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善可能性に応じ

た具体的目標を定めた上で、訪問介護員等が提供する指定訪問介護の内容

を定めたものでなければならない。 



33 

ロ イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事

業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施

している医療提供施設（病院にあっては、認可病床数が200床未満のもの又

は当該病院を中心として半径４キロメートル以内に診療所が存在しないも

のに限る。以下２において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士又は医師（以下２において「理学療法士等」という。）が利用者の居宅

を訪問する際にサービス提供責任者が同行する又は当該理学療法士等及び

サービス提供責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンファレン

ス（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚

生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。）第13条第９号

に規定するサービス担当者会議として開催されるものを除く。以下①にお

いて同じ。）を行い、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、

歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管

理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等とサービス

提供責任者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生

活機能アセスメント」という。）を行うものとする。 

カンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に

時間を明確に区分した上で、サービス提供責任者及び理学療法士等により

実施されるもので差し支えない。さらに、この場合の「リハビリテーショ

ンを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリ

テーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施

設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。 

ハ イの訪問介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げ

るその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しな

ければならない。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の
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内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月

を目途とする達成目標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当す

る介護支援専門員の意見も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達

成度合いを客観視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例えば

当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基

本的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用いる等、

可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 

ホ イの訪問介護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う指定訪問介

護の内容としては、例えば次のようなものが考えられること。 

達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利用する（１

月目、２月目の目標として座位の保持時間）」を設定。 

（１月目）訪問介護員等は週２回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介

助を行い、利用者が５分間の座位を保持している間、ベッド周辺の整

理を行いながら安全確保のための見守り及び付き添いを行う。 

（２月目）ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用

者の体を支えながら、排泄の介助を行う。 

（３月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転

倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う（訪問介護員等

は、指定訪問介護提供時以外のポータブルトイレの利用状況等につい

て確認を行う。）。 

ヘ 本加算はロの評価に基づき、イの訪問介護計画に基づき提供された初回

の指定訪問介護の提供日が属する月以降３月を限度として算定されるもの

であり、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの評価に

基づき訪問介護計画を見直す必要があること。なお、当該３月の間に利用

者に対する指定訪問リハビリテーション又は指定通所リハビリテーション

等の提供が終了した場合であっても、３月間は本加算の算定が可能である
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こと。 

ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利

用者及び指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション又は

リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等に報告し、

必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を

得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標

を踏まえた適切な対応を行うこと。 

② 生活機能向上連携加算（Ⅰ）について 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）については、①ロ、ヘ及びトを除き、①を

適用する。本加算は、理学療法士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤ

Ｌに関する利用者の状況について適切に把握した上でサービス提供責任者

に助言を行い、サービス提供責任者が、助言に基づき①の訪問介護計画を

作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目標の達成度合い

につき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施すること

を評価するものである。 

ａ ①イの訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーショ

ン事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーション

を実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及

びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設の場において把握し、又は、指定訪問介護事業所のサ

ービス提供責任者と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等

を用いて把握した上で、当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者

に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を

用いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利

用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と

サービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする。 

ｂ 当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者は、ａの助言に基づき、

生活機能アセスメントを行った上で、①イの訪問介護計画の作成を行う

こと。なお、①イの訪問介護計画には、ａの助言の内容を記載すること。 
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ｃ 本加算は、①イの訪問介護計画に基づき指定訪問介護を提供した初回

の月に限り、算定されるものである。なお、ａの助言に基づき訪問介護

計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能であるが、利用

者の急性増悪等により訪問介護計画を見直した場合を除き、①イの訪問

介護計画に基づき指定訪問介護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算

定しない。 

ｄ 計画作成から３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及びの理

学療法士等に報告すること。なお、再度ａの助言に基づき訪問介護計画

を見直した場合には、本加算の算定が可能である。 

(21) 認知症専門ケア加算について 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められること

から介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又

はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定方法は、

算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数の平均で算

定すること。また、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知症高

齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合以上で

あることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、

所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届出を提出しなけ

ればならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業

の実施について」（平成18年３月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長

通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年

３月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介

護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施

に当たっては、登録ヘルパーを含めて、全員が一堂に会して開催する必要は

なく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。 

また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」

は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個
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人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」を遵守していること。 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養

成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ

いて」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切

な研修を指すものとする。 

(22) 介護職員処遇改善加算について 

介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇改善加

算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順

及び様式例の提示について」）を参照すること。 

(23) 介護職員等特定処遇改善加算について 

介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員処遇

改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処

理手順及び様式例の提示について」）を参照すること。 

３ 訪問入浴介護費 

(１) 看護、介護職員の取扱い 

訪問入浴介護については、人員の算定上、看護職員を介護職員として数える

ことができるものであること。例えば、訪問する３人の職員のうち２人が看護

職員であっても差し支えないこと。 

(２) 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合の取

扱い 

注２の場合に、訪問入浴介護の提供に当たる３人の職員のうち、看護職員が

含まれている場合であっても所定単位数に100分の95を乗じて得た単位数が算

定されることには変わりがないものであること。 

(３) 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合には算

定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場合には、

所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定できる。 

(４) 指定訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若
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しくは指定訪問介護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い 

訪問介護と同様であるので、２の(14)を参照されたい。 

(５) 注６の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２の(16)②から④までを参照されたい。 

(６) 注７の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２の(17)を参照されたい。 

(７) 初回加算について 

① 指定訪問入浴介護事業所において、初回の指定訪問入浴介護を行う前に、

当該事業所の職員が利用者の居宅を訪問し、浴槽の設置場所や給排水の方法

の確認等を行った場合に算定が可能である。 

② 当該加算は、初回の指定訪問入浴介護を行った日の属する月に算定するこ

と。 

(８) 認知症専門ケア加算について 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められること

から介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又

はＭに該当する利用者を指すものとする。 

② 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定方法は、

算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数又は利用延人員数（要支援者

を含む）の平均で算定すること。また、届出を行った月以降においても、直

近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的

に所定の割合以上であることが必要である。なお、その割合については、毎

月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の

５の届出を提出しなければならない。 

③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業

の実施について」（平成18年３月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長

通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成18年

３月31日老計第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介

護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施

に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグルー
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プ別に分かれて開催することで差し支えない。 

また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」

は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養

成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につ

いて」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認知症看護に係る適切な研

修を指すものとする。 

(９) サービス提供体制強化加算について 

① 研修について 

訪問入浴介護従業者ごとの「研修計画」については、当該事業所における

サービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のため

の勤務体制の確保を定めるとともに、訪問入浴介護従業者について個別具体

的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなけれ

ばならない。 

② 会議の開催について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項に係る

伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指

導を目的とした会議」とは、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問

入浴介護従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に

当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ

別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況については、そ

の概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に

１回以上開催されている必要がある。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、

少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなけ

ればならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族を含む環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

③ 健康診断等について 

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務

付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問入浴介護従業者も含め

て、少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担により実施しなけれ

ばならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、当該健康診断

等が１年以内に実施されることが計画されていることをもって足りるものと

する。 

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３

月を除く。）の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満

たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）につい

ては、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平

均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事

業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修

了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課

程を修了している者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３

月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならな

い。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回

った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一
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法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等において

サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることがで

きるものとする。 

⑧ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っている場合に

おいては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

(10) 介護職員処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(22)を参照されたい。 

(11) 介護職員等特定処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(23)を参照されたい。 

４ 訪問看護費 

(１) 「通院が困難な利用者」について 

訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、

通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に

対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合は

訪問看護費を算定できるものである。加えて、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士による訪問看護については、指定通所リハビリテーションのみでは家

屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合であって、ケアマネジメントの結

果、看護職員と理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が連携した家屋状況の

確認を含めた訪問看護の提供が必要と判断された場合に、訪問看護費を算定で

きるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサー

ビスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということである。 

(２) 訪問看護指示の有効期間について 

訪問看護費は、訪問看護ステーションにあっては、主治の医師の判断に基づ

いて交付（２か所以上の訪問看護ステーションからの訪問看護の場合は各訪問

看護ステーションごとに交付）された指示書の有効期間内に訪問看護を行った

場合に算定する。 

なお、医療機関にあっては、指示を行う医師の診療の日から１月以内に行わ

れた場合に算定する。別の医療機関の医師から診療情報提供を受けて、訪問看

護を実施した場合には、診療情報提供を行った医療機関の医師による当該情報

提供の基礎となる診療の日から１月以内に行われた場合に算定する。 
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(３) 訪問看護の所要時間について 

① 20分未満の訪問看護費の算定について 

20分未満の訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必要な利用者に対

し、日中等の訪問看護における十分な観察、必要な助言・指導が行われるこ

とを前提として行われるものである。したがって、居宅サービス計画又は訪

問看護計画において20分未満の訪問看護のみが設定されることは適切ではな

く、20分以上の保健師又は看護師による訪問看護を週１回以上含む設定とす

ること。なお20分未満の訪問看護は、訪問看護を24時間行うことができる体

制を整えている事業所として緊急時訪問看護加算の届け出をしている場合に

算定可能である。 

② 訪問看護は在宅の要介護者の生活パターンや看護の必要性に合わせて提供

されるべきであることから、単に長時間の訪問看護を複数回に区分して行う

ことは適切ではない。そのため、次のような取扱いとして行うこと。 

（一） 前回提供した訪問看護からおおむね２時間未満の間隔で訪問看護を

行う場合（20分未満の訪問看護費を算定する場合及び利用者の状態の変化

等により緊急の訪問看護を行う場合を除く。）は、それぞれの所要時間を

合算するものとする。 

（二）  １人の看護職員（保健師、看護師又は准看護師をいう。以下同

じ。）が訪問看護を行った後に、続いて別の看護職員が訪問看護を行った

場合には、当該訪問看護の所要時間を合算することとする。なお、当該訪

問看護の提供時間を合算した場合に、准看護師による訪問看護が含まれる

場合には、当該訪問看護費は、准看護師による訪問看護費を算定する。 

（三） １人の看護職員又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が

訪問看護を行った後に、続いて他の職種の看護職員又は理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が訪問看護を実施した場合（看護職員が訪問看

護を行った後に続いて別の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が

訪問看護を行う場合など）は職種ごとに算定できる。 

（四） なお、１人の利用者に対して、連続して訪問看護を提供する必要性

については、適切なケアマネジメントに基づき判断すること。 

(４) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について 
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① 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看

護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、

看護職員の代わりに訪問させるという位置付けのものである。 

なお、言語聴覚士による訪問において提供されるものは、あくまで看護業

務の一部であることから、言語聴覚士の業務のうち保健師助産師看護師法

（昭和23年法律第203号）の規定にかかわらず業とすることができるとされ

ている診療の補助行為（言語聴覚士法（平成９年法律第132号）第42条第１

項）に限る。 

② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、１回当たり20

分以上訪問看護を実施することとし、一人の利用者につき週に６回を限度と

して算定する。 

③ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、１日２回を超

えて（３回以上）行う場合には１回につき所定単位数の100分の90に相当す

る単位数を算定する。なお、当該取扱いは、理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が連続して３回以上訪問看護を行った場合だけでなく、例えば午前

中に２回、午後に１回行った場合も、同様である。 

（例）１日の訪問看護が３回である場合の訪問看護費 

１回単位数×（90／100）×３回 

④ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を提供している利用者

については、毎回の訪問時において記録した訪問看護記録書等を用い、適切

に訪問看護事業所の看護職員及び理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚

士間で利用者の状況、実施した内容を共有するとともに、訪問看護計画書

（以下、「計画書」という。）及び訪問看護報告書（以下、「報告書」とい

う。）は、看護職員（准看護師を除く）と理学療法士、作業療法士若しくは

言語聴覚士が連携し作成すること。また、主治医に提出する計画書は理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した内容も一体的に記載するものと

し、報告書には、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供した訪問看

護の内容とその結果等を記載した文書を添付すること。 

⑤ 複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、計画書

及び報告書の作成にあたっては当該複数の訪問看護事業所間において十分な
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連携を図ったうえで作成すること。 

⑥ 計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及

び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用

者の状態の適切な評価を行うこと。 

⑦ ⑥における、訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が過去２月間

（歴月）において当該訪問看護事業所から訪問看護（医療保険の訪問看護を

含む。）の提供を受けていない場合であって、新たに計画書を作成する場合

をいう。また、利用者の状態の変化等に合わせた定期的な訪問とは、主治医

からの訪問看護指示書の内容が変化する場合や利用者の心身状態や家族等の

環境の変化等の際に訪問することをいう。 

(５) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携については、訪問看護

を24時間行うことができる体制を整えている事業所として、緊急時訪問看護

加算の届け出をしていることが必要である。 

② 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の報酬は月額定額報酬であるが、次の

ような場合には次のような取扱いとする。 

（一） 月の途中から訪問看護を利用した場合又は月の途中で訪問看護の利

用を終了した場合には、利用期間（訪問看護の利用を開始した日から月末

日まで又は当該月の初日から利用を終了した日まで）に対応した単位数を

算定する（以下４において「日割り計算」という。）こととする。 

（二） 月の途中に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用している

場合は、その期間について日割り計算により算定する。 

（三） 月の途中で要介護５から他の要介護度に変更となった場合、及び他

の要介護度から要介護５に変更になった場合は日割り計算により算定する。 

（四） 月途中で、末期の悪性腫瘍又は別に厚生労働大臣が定める疾病の状

態（利用者等告示第４号を参照のこと。）となった場合は、その状態にあ

る期間について日割り計算により算定する。 

(６) 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて 

末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等（利用者等告示第４号を

参照のこと。）の患者については、医療保険の給付の対象となるものであり、
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訪問看護費は算定しない。 

(７) 精神科訪問看護・指導料等に係る訪問看護の利用者の取扱いについて 

精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費の算定に係る医療保

険による訪問看護（以下、「精神科訪問看護」という。）の利用者については、

医療保険の給付の対象となるものであり、同一日に介護保険の訪問看護費を算

定することはできない。なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、

医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更、又は介護保険の訪

問看護から医療保険の精神科訪問看護に変更することは可能であるが、こうし

た事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはでき

ないものであること。 

(８) 居宅サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合に准看護師以外

の看護師等により訪問看護が行われた場合の取扱い 

① 居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業

所の事情により准看護師ではなく保健師又は看護師が訪問する場合について

は、所定単位数に100分の90を乗じて得た単位数を算定すること。また、居

宅サービス計画上、保健師又は看護師が訪問することとされている場合に、

事業所の事情により保健師又は看護師ではなく准看護師が訪問する場合につ

いては、准看護師が訪問する場合の単位数（所定単位数の100分の90）を算

定すること。 

② 居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業

所の事情により准看護師ではなく理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が

訪問する場合については理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の所

定単位数を算定すること。また、居宅サービス計画上、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士が訪問することとされている場合に、事業所の事情によ

り理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士ではなく准看護師が訪問する場合

については、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単位数を

算定すること。 

(９) 早朝・夜間、深夜の訪問看護の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２(11)を参照されたい。なお、20分未満の訪問

の場合についても、同様の取扱いとする。 
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(10) 複数名訪問加算について 

① ２人の看護師等又は１人の看護師等と１人の看護補助者が同時に訪問看護

を行う場合の複数名訪問加算は、体重が重い利用者を１人が支持しながら、

必要な処置を行う場合等、１人で看護を行うことが困難な場合に算定を認め

るものであり、これらの事情がない場合に、単に２人の看護師等（うち１人

が看護補助者の場合も含む。）が同時に訪問看護を行ったことのみをもって

算定することはできない。 

② 複数名訪問加算（Ⅰ）において訪問を行うのは、両名とも看護師等である

こととし、複数名訪問加算（Ⅱ）において訪問を行うのは、訪問看護を行う

１人が看護師等であり、同時に訪問する１人が看護補助者であることを要す

る。 

③ 複数名訪問加算（Ⅱ）における看護補助者とは、訪問看護を担当する看護

師等の指導の下に、療養生活上の世話（食事、清潔、排泄、入浴、移動等）

の他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業

務の補助を行う者のことであり、資格は問わないが、秘密保持や安全等の観

点から、訪問看護事業所に雇用されている必要があるものとする。 

(11) 長時間訪問看護への加算について 

① 「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」については(17)を

参照のこと。 

② 当該加算については、保健師又は看護師が行う場合であっても、准看護師

が行う場合であっても、同じ単位を算定するものとする。 

(12) 指定訪問看護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しく

は指定訪問看護事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い 

訪問介護と同様であるので、２(14)を参照されたい。 

(13) 特別地域訪問看護加算の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２(15)を参照されたい。 

なお、当該加算は所定単位数の15％加算としているが、この場合の所定単位

数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を含まない

こと。 

(14) 注８について 
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訪問介護と同様であるので、２(16)を参照されたい。 

なお、当該加算は所定単位数の10％加算としているが、この場合の所定単位

数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を含まない

こと。 

(15) 注９について 

訪問介護と同様であるので、２(17)を参照されたい。 

なお、当該加算は所定単位数の５％加算としているが、この場合の所定単位

数には緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を含まない

こと。 

(16) 緊急時訪問看護加算について 

① 緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電話等により

看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所にお

いて、当該事業所の看護師等が訪問看護を受けようとする者に対して、当該

体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行う体

制にある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加

算する。 

② 緊急時訪問看護加算については、当該月の第１回目の介護保険の給付対象

となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算するものとする。なお当該加

算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看

護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおけ

る緊急時訪問看護加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場

合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は算定できないこと。 

③ 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った

場合については、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数（准看護師

による緊急時訪問の場合は所定単位数の100分の90）を算定する。この場合、

居宅サービス計画の変更を要する。 

なお、当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜の訪問看護に

係る加算は算定できないが、１月以内の２回目以降の緊急時訪問については、

早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定する。 

④ 緊急時訪問看護加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定
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できる。このため、緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けようとする利

用者に説明するに当たっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊急時

訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認すること。 

⑤ 訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時訪問看護加算の届出は利

用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選定する上で必要な情報とし

て届け出させること。なお、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護

加算の算定に当たっては、第１の１(５)によらず、届出を受理した日から算

定するものとする。 

(17) 特別管理加算について 

① 特別管理加算については、利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所

を選定する上で必要な情報として届け出させること。 

② 特別管理加算は、当該月の第１回目の介護保険の給付対象となる訪問看護

を行った日の所定単位数に算定するものとする。なお、当該加算を介護保険

で請求した場合には、同月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小

規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける特別管理加

算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護に

おける特別管理加算は算定できないこと。 

③ 特別管理加算は、２人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できる。

なお、２カ所以上の事業所から訪問看護を利用する場合については、その分

配は事業所相互の合議に委ねられる。 

④ 「真皮を越える褥瘡の状態」とは、ＮＰＵＡＰ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐｒ

ｅｓｓｕｒｅ Ｕｌｃｅｒ ｏｆ Ａｄｖｉｓｏｒｙ Ｐａｎｅｌ）分類Ⅲ

度若しくはⅣ度又はＤＥＳＩＧＮ分類（日本褥瘡学会によるもの）Ｄ３、Ｄ

４若しくはＤ５に該当する状態をいう。 

⑤ 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場

合には、定期的（１週間に１回以上）に褥瘡の状態の観察・アセスメント・

評価（褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポ

ケット）を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケア（利用者の家族等に行う

指導を含む）について訪問看護記録書に記録すること。 

⑥ 「点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態」とは、主治の
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医師が点滴注射を週３日以上行うことが必要である旨の指示を訪問看護事業

所に対して行った場合であって、かつ、当該事業所の看護職員が週３日以上

点滴注射を実施している状態をいう。 

⑦ ⑥の状態にある者に対して特別管理加算を算定する場合は、点滴注射が終

了した場合その他必要が認められる場合には、主治の医師に対して速やかに

当該者の状態を報告するとともに、訪問看護記録書に点滴注射の実施内容を

記録すること。 

⑧ 訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受け

ることができるよう必要な支援を行うこととする。 

(18) ターミナルケア加算について 

① ターミナルケア加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に加算す

ることとされているが、ターミナルケアを最後に行った日の属する月と、利

用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする。 

② ターミナルケア加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定

できる。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・

随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の

当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に医療保険における

訪問看護を利用した場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指

導料における在宅ターミナルケア加算（以下「ターミナルケア加算等」とい

う。）は算定できないこと。 

③ １の事業所において、死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険又は介護保

険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ１日以上実施した場合は、最後に

実施した保険制度においてターミナルケア加算等を算定すること。この場合

において他制度の保険によるターミナルケア加算等は算定できないこと。 

④ ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を訪問看護記録書に記

録しなければならない。 

ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録 

イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対

するケアの経過についての記録 

ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の



50 

意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録 

なお、ウについては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケア

の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及

びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関

係者との連携の上対応すること。 

⑤ ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24

時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケア加算を算定

することができるものとする。 

⑥ ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連

携を図るよう努めること。 

(19) 主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い 

利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特

別指示（訪問看護ステーションにおいては特別指示書の交付）があった場合は、

交付の日から14日間を限度として医療保険の給付対象となるものであり、訪問

看護費は算定しない。なお、医療機関の訪問看護の利用者について、急性増悪

等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要があって、医療保険の給付対象と

なる場合には、頻回の訪問看護が必要な理由、その期間等については、診療録

に記載しなければならない。 

(20) 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び医療機関を退

所・退院した日の訪問看護の取り扱い 

介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院及び医療機関を退

所・退院した日については、第２の１の(３)に関わらず、厚生労働大臣が定め

る状態（利用者等告示第６号を参照のこと。）にある利用者又は主治の医師が

退所・退院した日に訪問看護が必要であると認める利用者に限り、訪問看護費

を算定できることとする。 

なお、短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）においても同様

である。 

(21) 初回加算について 

本加算は、利用者が過去２月間（暦月）において、当該訪問看護事業所から

訪問看護（医療保険の訪問看護を含む。）の提供を受けていない場合であって
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新たに訪問看護計画書を作成した場合に算定する。 

(22) 退院時共同指導加算について 

① 退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院

に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、訪問看護ステーショ

ンの看護師等が、退院時共同指導を行った後に当該者の退院又は退所後、初

回の訪問看護を実施した場合に、１人の利用者に当該者の退院又は退所につ

き１回（厚生労働大臣が定める状態（利用者等告示第６号を参照のこと。）

にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合には２回）に

限り、当該加算を算定できること。この場合の当該加算は、初回の訪問看護

を実施した日に算定すること。 

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合に

おいても算定できること。 

また、退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者又はその看護

に当たる者の同意を得なければならない。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。 

② ２回の当該加算の算定が可能である利用者（①の厚生労働大臣が定める状

態の者）に対して複数の訪問看護ステーション、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所が退院時共同指導を

行う場合にあっては、１回ずつの算定も可能であること。 

③ 複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合には、主治の

医師の所属する保険医療機関、介護老人保健施設若しくは介護医療院に対し、

他の訪問看護ステーション等における退院時共同指導の実施の有無について

確認すること。 

④ 退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に定期巡回・随

時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当

該各サービスにおける退院時共同指導加算並びに同月に医療保険における訪

問看護を利用した場合の当該訪問看護における当該加算は算定できないこと
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（②の場合を除く。）。 

⑤ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録するこ

と。 

(23) 看護・介護職員連携強化加算について 

① 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護

事業所の訪問介護員等に対し、たんの吸引等の業務が円滑に行われるよう、

たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助

言を行うとともに当該訪問介護員等に同行し、利用者の居宅において業務の

実施状況について確認した場合、又は利用者に対する安全なサービス提供体

制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合に算定する。なお、訪問

介護員等と同行訪問した場合や会議に出席した場合は、その内容を訪問看護

記録書に記録すること。 

② 当該加算は、①の訪問介護員等と同行訪問を実施した日又は会議に出席し

た日の属する月の初日の訪問看護の実施日に加算する。 

③ 当該加算は訪問看護が24時間行える体制を整えている事業所として緊急時

訪問看護加算の届け出をしている場合に算定可能である。 

④ 訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護員等と同行し、たんの吸引等の実

施状況を確認する際、通常の訪問看護の提供以上に時間を要した場合であっ

ても、ケアプラン上に位置づけられた訪問看護費を算定する。 

⑤ 当該加算は訪問介護員等のたんの吸引等の技術不足を補うために同行訪問

を実施することを目的としたものではないため、訪問介護員等のたんの吸引

等に係る基礎的な技術取得や研修目的で、訪問看護事業所の看護職員が同行

訪問を実施した場合は、当該加算及び訪問看護費は算定できない。 

(24) 看護体制強化加算について 

① 大臣基準告示第９号イ(１)（一）の基準における利用者の割合については、

以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間

当たりの割合を算出すること。 

ア 指定訪問看護事業所における緊急時訪問看護加算を算定した実利用者数 

イ 指定訪問看護事業所における実利用者の総数 

② 大臣基準告示第９号イ(１)（二）の基準における利用者の割合については、
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以下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前６月間

当たりの割合を算出すること。 

ア 指定訪問看護事業所における特別管理加算を算定した実利用者数 

イ 指定訪問看護事業所における実利用者の総数 

③ ①及び②に規定する実利用者数は、前６月間において、当該事業所が提供

する訪問看護を２回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を２回以上算

定した者であっても、１として数えること。そのため、①及び②に規定する

割合の算出において、利用者には、当該指定訪問看護事業所を現に利用して

いない者も含むことに留意すること。 

④ 看護職員の占める割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した

前月（暦月）の平均を用いることとする。なお、当該割合が100分の60から

１割を超えて減少した場合（100分の54を下回った場合）には、その翌月か

ら看護体制強化加算を算定できないものとし、１割の範囲内で減少した場合

（100分の54以上100分の60未満であった場合）には、その翌々月から当該加

算を算定できないものとすること（ただし、翌月の末日において100分の60

以上となる場合を除く。）。 

⑤ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、当該指定訪問看護事業所の看

護師等が、当該加算の内容について利用者又はその家族への説明を行い、同

意を得ること。 

⑥ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、医療機関との連携のもと、看

護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向

上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施し

ていることが望ましい。 

⑦ 看護体制強化加算を算定するに当たっては、大臣基準告示第９号イ(１)

（一）、イ(１)（二）及びイ(１)（四）の割合並びにイ(１)（三）及びロ

(１)（二）の人数について、継続的に所定の基準を維持しなければならない。

なお、その割合及び人数については、台帳等により毎月記録するものとし、

所定の基準を下回った場合については、直ちに第一の５に規定する届出を提

出しなければならないこと。 

⑧ 看護体制強化加算は、訪問看護事業所の利用者によって（Ⅰ）又は（Ⅱ）
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を選択的に算定することができないものであり、当該訪問看護事業所におい

ていずれか一方のみを選択し、届出を行うこと。 

(25) サービス提供体制強化加算について 

３(９)を参照のこと。 

５ 訪問リハビリテーション費 

(１) 算定の基準について 

① 指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指

定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当

該医師の診療の日から３月以内に行われた場合に算定する。 

また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得

ず診療できない場合には、別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている

医師から情報提供（指定訪問リハビリテーションの必要性や利用者の心身機

能や活動等に係るアセスメント情報等）を受け、当該情報提供を踏まえて、

当該リハビリテーション計画を作成し、指定訪問リハビリテーションを実施

した場合には、情報提供を行った別の医療機関の医師による当該情報提供の

基礎となる診療の日から３月以内に行われた場合に算定する。 

この場合、少なくとも３月に１回は、指定訪問リハビリテーション事業所

の医師は、当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリ

テーション計画等について情報提供を行う。 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーショ

ンの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に

対し、当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開

始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する

際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちい

ずれか１以上の指示を行う。 

③ ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法

士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。 

④ 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所の医

師の診療に基づき、訪問リハビリテーション計画を作成し、実施することが

原則であるが、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群
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リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビ

リテーションを受けていた患者が、介護保険の指定訪問リハビリテーション

へ移行する際に、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔

管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に

ついて」（令和３年３月16日老認発0316第３号、老老発0316第２号）の別紙

様式２―２―１をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、

当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式２―２―１に記載

された内容について確認し、指定訪問リハビリテーションの提供を開始して

も差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式２―２―１をリ

ハビリテーション計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開始

してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以

内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回の訪問リハビリテーション

計画を作成する。 

⑤ 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて

当該計画を見直す。初回の評価は、訪問リハビリテーション計画に基づくリ

ハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね

３月ごとに評価を行う。 

⑥ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指

定訪問リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリ

テーション計画書に指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、

具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通

しを記載する。 

⑦ 指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当

たる者に対して１回当たり20分以上指導を行った場合に、１週に６回を限度

として算定する。ただし、退院（所）の日から起算して３月以内に、医師の

指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能である。 

⑧ 指定訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院で

ある場合にあって、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が、利用者の居宅を訪問して指定訪問リハビリテーションを行った場合



56 

には、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は、

介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準の算定に含めないこととする。

なお、介護老人保健施設又は介護医療院による指定訪問リハビリテーション

の実施にあたっては、介護老人保健施設又は介護医療院において、施設サー

ビスに支障のないよう留意する。 

⑨ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サ

ービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、

日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。 

⑩ 居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関へ

の乗降などの行為に関する訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、

訪問リハビリテーション計画にその目的、頻度等を記録するものとする。 

⑪ 利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日

又は訪問診療若しくは往診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作

成に必要な医師の診療が行われた場合には、当該複数の診療等と時間を別に

して行われていることを記録上明確にする。 

(２) 指定訪問リハビリテーション事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地

内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物等に居住す

る利用者に対する取扱い 

訪問介護と同様であるので、２(14)を参照されたい。 

(３) 「通院が困難な利用者」について 

訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付するこ

ととされているが、指定通所リハビリテーションのみでは、家屋内における

ＡＤＬの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリ

テーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は

訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用

者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所

系サービスを優先すべきということである。 

(４) 特別地域訪問リハビリテーション加算について 

訪問介護と同様であるので、２(15)を参照されたい。 
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(５) 注４の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２(16)を参照されたい。 

(６) 注５の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２(17)を参照されたい。 

(７) 短期集中リハビリテーション実施加算について 

① 短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、利

用者の状態に応じて、基本的動作能力（起居、歩行、発話等を行う能力をい

う。以下同じ。）及び応用的動作能力（運搬、トイレ、掃除、洗濯、コミュ

ニケーション等を行うに当たり基本的動作を組み合わせて行う能力をいう。

以下同じ。）を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテー

ションを実施するものであること。 

② 「リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院（所）日又は認

定日から起算して３月以内の期間に、１週につきおおむね２日以上、１日当

たり20分以上実施するものでなければならない。 

(８) リハビリテーションマネジメント加算について 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネ

ジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーションの質の向

上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた（Ｓｕｒｖｅｙ）、多

職種協働による訪問リハビリテーション計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画

に基づく状態や生活環境等を踏まえた適切なリハビリテーションの提供（Ｄ

ｏ）、当該提供内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその結果を踏まえた当該計画の

見直し等（Ａｃｔｉｏｎ）といったサイクル（以下「ＳＰＤＣＡサイクル」

という。）の構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行っ

た場合に加算するものである。 

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指

すに当たって、心身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動を

するための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等

といった参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハ

ビリテーションが提供できているかを管理することをいう。 

③ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席について
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は、テレビ電話等情報通信機器を使用してもよいこととする。なお、テレビ

電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないよう

に留意すること。 

④ 大臣基準告示第12号ロ(２)及びニ(２)に規定する厚生労働省への情報の提

出については、「科学的介護情報システム（Ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｃａｒｅ 

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ Ｆｏｒ Ｅｖｉｄｅｎｃｅ）」

（以下「ＬＩＦＥ」という。）を用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出

情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

（令和３年３月16日老老発0316第４号）を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバッ

ク情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこ

と。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の

維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(９) 急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要があ

る旨の特別の指示を行った場合の取扱い 

注８の「急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う

必要がある旨の特別の指示を行った場合」とは、保険医療機関の医師が、診

療に基づき、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーシ

ョンを行う必要性を認め、計画的な医学的管理の下に、在宅で療養を行って

いる利用者であって通院が困難なものに対して、訪問リハビリテーションを

行う旨の指示を行った場合をいう。この場合は、その特別の指示の日から14

日間を限度として医療保険の給付対象となるため、訪問リハビリテーション

費は算定しない。 

(10) 注10の取扱いについて 

訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定訪問リハビリテーション

事業所の医師の診療に基づき、当該医師及び理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が共同して作成するものである。 

注10は、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師によ
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る計画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師がや

むを得ず診療できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに、当

該事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリ

テーション計画を作成し、当該事業所の医師の指示に基づき、当該事業所の

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリテーションを実

施した場合について、例外として基本報酬に50単位を減じたもので評価した

ものである。 

「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的

管理を行っている医師から指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関す

る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様

式２―２―１のうち、本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機

能・構造、活動（基本動作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤＬ）、リ

ハビリテーションの目標、リハビリテーション実施上の留意点等について、

当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が十分に記載できる情報の提

供を受けていることをいう。 

(11) 移行支援加算について 

① 移行支援加算におけるリハビリテーションは、訪問リハビリテーション計

画に家庭や社会への参加を可能とするための目標を作成した上で、利用者の

ＡＤＬ及びＩＡＤＬを向上させ、指定通所介護等に移行させるものであるこ

と。 

② 「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設

への入所、指定訪問リハビリテーション、指定認知症対応型共同生活介護等

は含まれず、算定対象とならないこと。 

③ 大臣基準告示第13号イ(１)の基準において、指定通所介護等を実施した者

の占める割合及び基準第13号ロにおいて、12を指定訪問リハビリテーション

事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数については、小数点第３位以

下は切り上げること。 

④ 平均利用月数については、以下の式により計算すること。 

イ （ⅰ）に掲げる数÷（ⅱ）に掲げる数 
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（ⅰ） 当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数

の合計 

（ⅱ） （当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計＋当

該事業所における評価対象期間の新規終了者数の合計）÷２ 

ロ イ（ⅰ）における利用者には、当該施設の利用を開始して、その日のう

ちに利用を終了した者又は死亡した者を含むものである。 

ハ イ（ｉ）における利用者延月数は、利用者が評価対象期間において当該

事業所の提供する訪問リハビリテーションを利用した月数の合計をいう。 

ニ イ（ⅱ）における新規利用者数とは、当該評価対象期間に新たに当該事

業所の提供する指定訪問リハビリテーションを利用した者の数をいう。ま

た、当該事業所の利用を終了後、12月以上の期間を空けて、当該事業所を

再度利用した者については、新規利用者として取り扱うこと。 

ホ イ（ⅱ）における新規終了者数とは、評価対象期間に当該事業所の提供

する指定訪問リハビリテーションの利用を終了した者の数をいう。 

⑤ 「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては、指定訪問リハビリテ

ーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、リハビリテー

ション計画書のアセスメント項目を活用しながら、リハビリテーションの提

供を終了した時と比較して、ＡＤＬ及びＩＡＤＬが維持又は改善しているこ

とを確認すること。なお、電話等での実施を含め確認の手法は問わないこと。 

⑥ 「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」につ

いては、利用者の円滑な移行を推進するため、指定訪問リハビリテーション

終了者が指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所

介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型通所介護、指定看護

小規模多機能型居宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護

予防認知症対応型通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

へ移行する際に、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的

な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提

示について」（平成30年３月22日老老発0322第２号）の別紙様式２―１及び

２－２のリハビリテーション計画書等の情報を利用者の同意の上で指定通所

介護、指定通所リハビリテーション、指定地域密着型通所介護、指定認知症
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対応型通所介護、指定小規模多機能型通所介護、指定看護小規模多機能型居

宅介護、指定介護予防通所リハビリテーション、指定介護予防認知症対応型

通所介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業所へ提供すること。

なお、指定通所介護事業所等の事業所への情報提供に際しては、リハビリテ

ーション計画書の全ての情報ではなく、「リハビリテーション・個別機能訓

練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手

順及び様式例の提示について」に示す別紙様式２－２―１及び２－２－２の

本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リ

ハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えない。 

(12) サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので、３(９)⑥及び⑦を参照のこと。 

② 指定訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士のうち、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）にあっては勤

続年数が７年以上の者が１名以上、サービス提供体制強化加算（Ⅱ）にあっ

ては勤続年数が３年以上の者が１名以上いれば算定可能であること。 

(13) 記録の整備について 

① 医師は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対して行った指示内容

の要点を診療録に記入する。 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、訪問リハビリテーション計画

書に基づき提供した具体的なサービスの内容等及び指導に要した時間を記録

にとどめておく。なお、当該記載については、医療保険の診療録に記載する

こととしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるよ

うにすることとする。 

② リハビリテーションに関する記録（実施時間、訓練内容、担当者、加算の

算定に当たって根拠となった書類等）は利用者ごとに保管され、常に当該事

業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

６ 居宅療養管理指導費 

(１) 通院が困難な利用者について 

居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、

定期的に訪問して指導等を行った場合の評価であり、継続的な指導等の必要の
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ないものや通院が可能なものに対して安易に算定してはならない。例えば、少

なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができるものなどは、通

院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導費は算定できない（やむ

を得ない事情がある場合を除く。）。 

(２) 単一建物居住者の人数について 

居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住する者のうち、同一月の

利用者数を「単一建物居住者の人数」という。 

単一建物居住者の人数は、同一月における以下の利用者の人数をいう。 

ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者

向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している利用者 

イ 小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、認知症対応型共同生

活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る。）、介護予防小規模多機能

型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、介護予防認知症対応型共同生活介護

などのサービスを受けている利用者 

ただし、ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、

それぞれのユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建

物居住者の人数とみなすことができる。また、１つの居宅に居宅療養管理指導

費の対象となる同居する同一世帯の利用者が２人以上いる場合の居宅療養管理

指導費は、利用者ごとに「単一建物居住者が１人の場合」を算定する。さらに、

居宅療養管理指導費について、当該建築物において当該居宅療養管理指導事業

所が居宅療養管理指導を行う利用者数が、当該建築物の戸数の10％以下の場合

又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、当該居宅療養管理指導事業所が居

宅療養管理指導を行う利用者が２人以下の場合には、それぞれ「単一建物居住

者が１人の場合」を算定する。 

(３) 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ

継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員（指定居

宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者

については居宅サービス計画（以下６において「ケアプラン」という。）を
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作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型

居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

又は看護小規模多機能型居宅介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支

援専門員をいう。以下６において「ケアマネジャー」という。）に対するケ

アプランの作成等に必要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対す

る介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助

言を行った場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、

算定できないこととなるため留意すること。 

利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、

利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者等に介護サービ

スを提供する上での情報提供及び助言を行うこととする。 

また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会

における様々な支援へとつながるよう留意し、また、関連する情報について

は、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」

又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合に

は、当該医師に限り居宅療養管理指導費（Ⅱ）を算定する。 

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法 

ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法 

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加

により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はない。）。 

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場

合等においては、下記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に情報提供

する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）について、別紙様式

１（医師）又は２（歯科医師）等（メール、ＦＡＸ等でも可）により、ケ

アマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場合につ

いては、別紙様式１又は２を参考に、その情報提供の要点を記載すること。

当該記載については、医療保険の診療録に記載することは差し支えないが、

下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。 
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また、別紙様式１又は２等により情報提供を行った場合については、当

該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

（情報提供すべき事項） 

（ａ） 基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏名、

利用者の氏名、生年月日、性別、住所、連絡先等） 

（ｂ） 利用者の病状、経過等 

（ｃ） 介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等 

（ｄ） 利用者の日常生活上の留意事項、社会生活面の課題と地域社会

において必要な支援等 

イ 利用者・家族等に対する指導又は助言の方法 

介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指導又は助

言は、文書等の交付により行うよう努めること。 

なお、口頭により指導又は助言を行った場合については、その要点を記

録すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載することとし

てもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにす

ること。 

また、文書等により指導又は助言を行った場合については、当該文書等

の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

③ ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合 

居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない利用者や自らケアプラ

ンを作成している利用者などのケアマネジャーによるケアプランの作成が行

われていない利用者に対して居宅療養管理指導を行う場合は、①の規定にか

かわらず算定できること。ただし、当該利用者が、居宅療養管理指導以外に

も他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者

又は家族の同意を得た上で、当該他の介護サービス事業者等に対し、介護サ

ービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととする。 

④ 算定回数について 

主治の医師及び歯科医師が、１人の利用者について、それぞれ月２回まで

算定することができる。 

⑤ 算定日について 
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算定日は、当該月の訪問診療又は往診を行った日とする。また、請求明細

書の摘要欄には、訪問診療若しくは往診の日又は当該サービス担当者会議に

参加した場合においては、参加日若しくは参加が困難な場合においては、文

書等を交付した日を記入することとする。 

(４) 薬剤師が行う居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の指示

に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関の薬剤師

が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を

訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の

薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者

又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記

録（薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあって

は、薬剤管理指導記録）を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した

上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行う

こととする。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこ

ととなるため留意すること。ただし、ケアマネジャーによるケアプランの作

成が行われていない場合の取扱いについては、(３)③を準用する。 

併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、その改

善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関連事業者等に

対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。薬局薬剤師にあっては当

該居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果につい

て必要な情報提供を文書で行うこととする。また、必要に応じて、(３)①の

社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援につながる情

報を把握し、関連する情報を指示を行った医師又は歯科医師に提供するよう

努めることとする。提供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等

により保存することとする。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は処方医から提供された医

師・歯科医師の居宅療養管理指導における情報提供等に基づき、又は必要に

応じ処方医と相談するとともに、他の医療関係職種（歯科訪問診療を実施し
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ている保険医療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの

看護師等）との間で情報を共有しながら、利用者の心身の特性及び処方薬剤

を踏まえ策定されるものであり、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互

作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問

間隔等を記載する。 

策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法

により保存する。 

薬学的管理指導計画は、原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定す

る。 

訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見直しを

行う。また、必要に応じ見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合及

び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行う。 

③ 薬局薬剤師にあっては、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対し

ても、居宅療養管理指導の結果及び当該医療関係職種による当該患者に対す

る療養上の指導に関する留意点について情報提供することとする。 

④ 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導費を月２回以上算定する場合（がん末

期患者及び中心静脈栄養を受けている者に対するものを除く。）にあっては、

算定する日の間隔は６日以上とする。がん末期患者及び中心静脈栄養を受け

ている者については、週２回かつ月８回に限り算定できる。医療機関の薬剤

師が行う居宅療養管理指導を月２回算定する場合にあっては、算定する日の

間隔は６日以上とする。 

⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴

の記録に、少なくとも以下のア～ツについて記載しなければならない。 

ア 利用者の基礎情報として、利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の

被保険者証の番号、住所、必要に応じて緊急時の連絡先等 

イ 処方及び調剤内容として、処方した医療機関名、処方医氏名、処方日、

処方内容、調剤日、処方内容に関する照会の内容等 

ウ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴、薬学的管理に必要な利用者の

生活像等 

エ 疾患に関する情報として、既往歴、合併症の情報、他科受診において加
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療中の疾患 

オ 併用薬等（要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康

食品を含む。）の情報及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状

況等 

カ 服薬状況（残薬の状況を含む。） 

キ 副作用が疑われる症状の有無（利用者の服薬中の体調の変化を含む。）

及び利用者又はその家族等からの相談事項の要点 

ク 服薬指導の要点 

ケ 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名 

コ 処方医から提供された情報の要点 

サ 訪問に際して実施した薬学的管理の内容（薬剤の保管状況、服薬状況、

残薬の状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互

作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等） 

シ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点 

ス 処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、

当該医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供

した訪問結果に関する情報の要点 

⑥ 居宅療養管理指導を行った場合には、医療機関の薬剤師にあっては薬剤管

理指導記録に、少なくとも以下のア～カについて記載しなければならないこ

ととし、最後の記入の日から最低３年間保存すること。 

ア 利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号 

イ 利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴 

ウ 薬学的管理指導の内容（医薬品の保管状況、服薬状況、残薬の状況、重

複投薬、配合禁忌等に関する確認及び実施した服薬支援措置を含む。） 

エ 利用者への指導及び利用者からの相談の要点 

オ 訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名 

カ その他の事項 

⑦ 居宅療養管理指導を算定している利用者に投薬された医薬品について、医

療機関又は薬局の薬剤師が以下の情報を知ったときは、原則として当該薬剤

師は、速やかに当該利用者の主治医に対し、当該情報を文書により提供する
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とともに、当該主治医に相談の上、必要に応じ、利用者に対する薬学的管理

指導を行うものとする。 

ア 医薬品緊急安全性情報 

イ 医薬品・医療機器等安全性情報 

⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている場合

は、居宅療養管理指導費は、算定しない。 

⑨ ⑧にかかわらず、居宅療養管理指導を行っている保険薬局（以下「在宅基

幹薬局」という。）が連携する他の保険薬局（以下「在宅協力薬局」とい

う。）と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむ

を得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該利用者又

はその家族等に居宅療養管理指導を行うことについて、あらかじめ当該利用

者又はその家族等の同意を得ている場合には、在宅基幹薬局に代わって在宅

協力薬局が居宅療養管理指導を行った場合は居宅療養管理指導費を算定でき

ること。なお、居宅療養管理指導費の算定は在宅基幹薬局が行うこと。 

⑩ 在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって居宅療養管理指

導を行った場合には次のとおり、薬剤服用歴の記録等を行うこととする。 

ア 在宅協力薬局は、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録

の内容を共有すること。 

イ アを踏まえ、在宅基幹薬局は、居宅療養管理指導の指示を行った医師又

は歯科医師に対する訪問結果についての報告やケアマネジャーに対する必

要な情報提供等を行うこと。 

ウ 在宅基幹薬局は、薬剤服用歴に当該居宅療養管理指導を行った在宅協力

薬局名及びやむを得ない事由等を記載するとともに、請求明細書の摘要欄

に在宅協力薬局が当該業務を行った日付等を記載すること。 

⑪ 居宅において疼痛緩和のために厚生労働大臣が別に定める特別な薬剤（以

下「麻薬」という。）は、「麻薬及び向精神薬取締法（昭和28年法律第14

号）第２条第１号に規定する麻薬」のうち、使用薬剤の購入価格（薬価基

準）（平成14年厚生労働省告示第87号）に収載されている医薬品であり、以

降、改定がなされた際には、改定後の最新の薬価基準に収載されているもの

を意味する。 
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⑫ 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている利用者に対して、定期的

に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、

残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意事項等に関し必要な指導

を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行った場合に

算定する。なお、薬局薬剤師にあっては、処方せん発行医に対して必要な情

報提供を行うことが必要である。 

⑬ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、薬局薬剤師にあっては薬剤

服用歴の記録に⑤の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載さ

れていなければならない。 

ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管

理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状

況、麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等） 

イ 訪問に際して行った患者及び家族への指導の要点（麻薬に係る服薬指導、

残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等） 

ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報（麻薬の服薬状況、疼痛

緩和及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関する事項を含む。）の要点 

エ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府県知事

に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支

えない。） 

⑭ 麻薬管理指導加算を算定する場合にあっては、医療機関の薬剤師にあって

は薬剤管理指導記録に⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について

記載されていなければならない。 

ア 麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬の保管管理状況、服薬状況、残

薬の状況、疼痛緩和の状況、副作用の有無の確認等） 

イ 麻薬に係る利用者及び家族への指導・相談事項（麻薬に係る服薬指導、

残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等） 

ウ 利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項 

エ その他の麻薬に係る事項 

⑮ 医師又は歯科医師は、薬剤師への指示事項及び実施後の薬剤師からの報告

による留意事項を記載する。なお、当該記載については、医療保険の診療録
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に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区

別できるようにすることとする。また、薬局薬剤師による訪問結果について

の必要な情報提供についての文書は、診療録に添付する等により保存するこ

ととする。 

⑯ 情報通信機器を用いた服薬指導 

ア 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ002に掲げる在宅時医学総合管理料に

規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された利用者であって、居宅

療養管理指導費が月１回算定されているものに対して、情報通信機器を用

いた服薬指導（居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。）を行った場

合に、ハ注１の規定にかかわらず、月１回に限り算定する。この場合にお

いて、ハの注３、注４、注５及び注６に規定する加算は算定できない。 

イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施

行規則（昭和36年厚生省令第１号）及び関連通知に沿って実施すること。 

ウ 情報通信機器を用いた服薬指導は、当該薬局内において行うこと。 

エ 利用者の同意を得た上で、対面による服薬指導と情報通信機器を用いた

服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき情報通

信機器を用いた服薬指導を実施すること。 

オ 情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の者で

あること。ただし、次のａ及びｂをいずれも満たしている場合に限り、や

むを得ない事由により同一の薬剤師が対応できないときに当該薬局に勤務

する他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行っても差し支えない。 

ａ 当該薬局に勤務する他の薬剤師（あらかじめ対面による服薬指導を実

施したことがある２名までの薬剤師に限る。）の氏名を服薬指導計画に

記載していること。 

ｂ 当該他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行うことについて、

あらかじめ利用者の同意を得ていること。 

カ 当該居宅療養管理指導の指示を行った医師に対して、情報通信機器を用

いた服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと。 

キ 利用者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により

薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、利用者が
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服用中の医薬品等について、利用者を含めた関係者が一元的、継続的に確

認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載すること。 

ク 薬剤を利用者宅に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。 

ケ 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等

を利用者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービ

ス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。 

(５) 管理栄養士の居宅療養管理指導について 

① 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、居宅で療養を行っており、

通院による療養が困難な利用者について、医師が当該利用者に厚生労働大臣

が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場合又は当該利用者が低栄養

状態にあると医師が判断した場合であって、当該医師の指示に基づき、管理

栄養士が利用者の居宅を訪問し、作成した栄養ケア計画を患者又はその家族

等に対して交付するとともに、当該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情

報提供及び栄養食事相談又は助言を30分以上行った場合に算定する。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

② 居宅療養管理指導（Ⅰ）については、指定居宅療養管理指導事業所（指定

居宅サービス基準第85条第１項第１号に規定する指定居宅療養管理指導事業

所をいう。以下この(５)において同じ。）の管理栄養士が、計画的な医学的

管理を行っている医師の指示に基づき、居宅療養管理指導を実施した場合に、

算定できる。なお、管理栄養士は常勤である必要はなく、要件に適合した指

導が行われていれば算定できる。 

③ 居宅療養管理指導（Ⅱ）については、指定居宅療養管理指導事業所の計画

的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該指定居宅療養管理指

導事業所以外の医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定

要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管

理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養

士会若しくは都道府県栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションとの連携

により確保した管理栄養士が、居宅療養管理指導を実施した場合に、当該居

宅療養管理指導事業所が算定できる。 

なお、他の指定居宅療養管理指導事業所との連携により管理栄養士を確保
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し、居宅療養管理指導を実施する場合は、計画的な医学的管理を行っている

医師が所属する指定居宅療養管理指導事業所が認めた場合は、管理栄養士が

所属する指定居宅療養管理指導事業所が算定することができるものとする。 

④ 当該居宅療養管理指導に係る指示を行った医師は、訪問診療の結果等に基

づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成した栄養ケア計画を添付する

等により保存する。また、栄養ケア計画に基づき、実際に居宅療養管理指導

を行う管理栄養士に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記載する。

さらに、栄養ケア計画の見直しに当たっては、管理栄養士の報告をうけ、医

師の訪問診療の結果等に基づき、指示した内容の要点を記載し、共同で作成

した栄養ケア計画を添付する等により保存する。なお、当該記載及び添付に

ついては、医療保険の診療録に記載及び添付することとしてもよいが、記載

については、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別することとする。 

⑤ 居宅療養管理指導（Ⅱ）を算定する場合、管理栄養士は、当該居宅療養管

理指導に係る指示を行う医師と十分に連携を図り、判断が必要な場合などに

速やかに連絡が取れる体制を構築すること。なお、所属が同一か否かに関わ

らず、医師から管理栄養士への指示は、居宅療養管理指導の一環として行わ

れるものであることに留意が必要であること。 

⑥ 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、以下のアからケまでに掲

げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア 利用者の低栄養状態のリスクを、把握すること（以下「栄養スクリーニ

ング」という。）。 

イ 栄養スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握すること

（以下「栄養アセスメント」という。）。 

ウ 栄養アセスメントを踏まえ、管理栄養士は、医師、歯科医師、看護師、

薬剤師その他の職種の者と共同して、利用者ごとに摂食・嚥下機能及び食

形態にも配慮された栄養補給に関する事項（栄養補給量、補給方法等）、

栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容、利用者又は家族が主体的

に取り組むことができる具体的な内容及び相談の実施方法等）、解決すべ

き事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア

計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、居宅療養
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管理指導の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

エ 栄養ケア計画に基づき、利用者に栄養管理に係る必要な情報提供及び栄

養食事相談又は助言を実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題

（栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の

見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正すること。 

オ 他のサービス等において食生活に関する配慮等が必要な場合には、当該

利用者に係る居宅療養管理指導の指示を行った医師を通じ、介護支援専門

員に対して情報提供を行うこと。 

カ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討

し、栄養状態のモニタリングを行い、当該居宅療養管理指導に係る指示を

行った医師に対する報告を行うこと。なお、低栄養状態のモニタリングに

おいては、利用者個々の身体状況等を勘案し必要に応じて体重を測定する

など、ＢＭＩや体重減少率等から利用者の栄養状態の把握を行うこと。 

キ 利用者について、おおむね３月を目途として、低栄養状態のリスクにつ

いて、栄養スクリーニングを実施し、医師の指示のもとに関連職種と共同

して当該計画の見直しを行うこと。 

ク 管理栄養士は、利用者ごとに栄養ケアの提供内容の要点を記録する。な

お、交付した栄養ケア計画は栄養ケア提供記録に添付する等により保存す

ること。 

ケ 指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準第91条において

準用する第19条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄

養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、

当該記録とは別に管理栄養士の居宅療養管理指導費の算定のために利用者

の状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑦ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、

侵襲の大きな消化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大

腸炎等により腸管の機能が低下している患者に対する低残渣食並びに高度肥

満症（肥満度が＋40％以上又はＢＭＩが30以上）の患者に対する治療食を含

む。なお、高血圧の患者に対する減塩食（食塩相当量の総量が6.0グラム未

満のものに限る。）及び嚥下困難者（そのために摂食不良となった者も含
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む。）のための流動食は、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、介護

福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護医

療院サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の療養食加算

の場合と異なり、居宅療養管理指導の対象となる特別食に含まれる。 

⑧ 必要に応じて、(３)①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会におけ

る様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った医師に

提供するよう努めることとする。 

(６) 歯科衛生士等の居宅療養管理指導について 

① 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、訪問歯科診療を行った

利用者又はその家族等に対して、当該訪問診療を行った歯科医師の指示に基

づき、当該医療機関に勤務（常勤又は非常勤）する歯科衛生士等が、利用者

の居宅を訪問して、利用者又はその家族の同意及び訪問診療の結果等に基づ

き作成した管理指導計画を利用者又はその家族等に対して交付するとともに、

当該管理指導計画に従った療養上必要な実地指導を１人の利用者に対して歯

科衛生士等が１対１で20分以上行った場合について算定し、実地指導が単な

る日常的な口腔清掃等であるなど療養上必要な指導に該当しないと判断され

る場合は算定できない。 

なお、請求明細書の摘要欄に当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯

科医師が訪問診療を行った日と歯科衛生士等の訪問日を記入することとする。 

② 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導は、指示を行った歯科医師の訪問診

療の日から起算して３月以内に行われた場合に算定する。 

③ 歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行った時間とは、実際に指導を行った

時間をいうものであり、指導のための準備や利用者の移動に要した時間等は

含まない。 

④ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、医療機関に勤務する歯

科衛生士等が、当該医療機関の歯科医師からの指示、管理指導計画に係る助

言等（以下「指示等」という。）を受け、居宅に訪問して実施した場合に算

定する。なお、終了後は、指示等を行った歯科医師に報告するものとする。 

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を別紙様式３等により作成し、交付し

た管理指導計画を当該記録に添付する等により保存するとともに、指導の対
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象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問日、指導の開始及び終了

時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医師からの

指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及

び終了時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医師に報告する。 

⑥ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、以下のアからキまでに

掲げるプロセスを経ながら実施すること。 

ア 利用者の口腔機能（口腔衛生、摂食・嚥下機能等）のリスクを、把握す

ること（以下「口腔機能スクリーニング」という。）。 

イ 口腔機能スクリーニングを踏まえ、利用者の解決すべき課題を把握する

こと（以下「口腔機能アセスメント」という。）。 

ウ 口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士その他の職種の

者が共同して、利用者ごとに口腔衛生に関する事項（口腔内の清掃、有床

義歯の清掃等）、摂食・嚥下機能に関する事項（摂食・嚥下機能の維持・

向上に必要な実地指導、歯科保健のための食生活指導等）、解決すべき課

題に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を別紙様式３等により記

載し、利用者の疾病の状況及び療養上必要な実地指導内容や訪問頻度等の

具体的な計画を含めた管理指導計画を作成すること。また、作成した管理

指導計画については、居宅療養管理指導の対象となる利用者又はその家族

に説明し、その同意を得ること。 

エ 管理指導計画に基づき、利用者に療養上必要な実地指導を実施するとと

もに、管理指導計画に実施上の問題（口腔清掃方法の変更の必要性、関連

職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当

該計画を修正すること。 

オ 利用者の口腔機能に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討

し、口腔機能のモニタリングを行い、当該居宅療養管理指導に係る指示を

行った歯科医師に対する報告を行うこと。なお、口腔機能のモニタリング

においては、口腔衛生の評価、反復唾液嚥下テスト等から利用者の口腔機

能の把握を行うこと。 

カ 利用者について、おおむね３月を目途として、口腔機能のリスクについ

て、口腔機能スクリーニングを実施し、当該居宅療養管理指導に係る指示
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を行った歯科医師に報告し、歯科医師による指示に基づき、必要に応じて

管理指導計画の見直しを行うこと。なお、管理指導計画の見直しに当たっ

ては、歯科医師その他の職種と共同して行うこと。 

キ 指定居宅サービス基準第91条において準用する第19条に規定するサービ

スの提供の記録において利用者ごとの管理指導計画に従い歯科衛生士等が

利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に歯科衛生士等

の居宅療養管理指導費の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必

要はないものとすること。 

⑦ 当該居宅療養管理指導に係る指示を行った歯科医師は、訪問診療の結果等

に基づき指示した内容の要点を記載し、共同で作成した管理指導計画を添付

する等により保存する。また、管理指導計画に基づき、実際に実地指導を行

う歯科衛生士等に対して指示等を行い、指示等の内容の要点を記載する。さ

らに、管理指導計画の見直しに当たっては、歯科衛生士等の報告をうけ、歯

科医師の訪問診療の結果等に基づき、指示した内容（療養上必要な実地指導

の継続の必要性等）の要点を記載し、共同で作成した管理指導計画を添付す

る等により保存する。なお、当該記載及び添付については、医療保険の診療

録に記載及び添付することとしてもよいが、記載については、下線又は枠で

囲う等により、他の記載と区別することとする。 

⑧ 利用者の口腔機能の状態によっては、医療における対応が必要である場合

も想定されることから、その疑いがある場合は、利用者又は家族等の同意を

得て、指示を行った歯科医師、歯科医師を通した指定居宅介護支援事業者等

への情報提供等の適切な措置を講じることとする。 

⑨ 必要に応じて、(３)①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会におけ

る様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った歯科医

師に提供するよう努めることとする。 

(７) 居宅療養管理指導に要した交通費は実費を利用者から徴収してもよいもの

とする。 

(８) イ注４、ロ注３、ハ注５、ニ注３、ホ注３について 

訪問介護と同様であるので、２(16)②～④を参照されたい。 

(９) イ注５、ロ注４、ハ注６、ニ注４、ホ注４について 
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医科診療報酬点数表Ｃ000往診料の注４、Ｃ001在宅患者訪問診療料の注９又

は歯科診療報酬点数表Ｃ000歯科訪問診療料の注９を算定している場合は、当

該加算の対象から除外する。 

７ 通所介護費 

(１) 所要時間による区分の取扱い 

所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に

位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとされた

ところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都

合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサー

ビスが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場

合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるもの

であること（このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスにつ

いては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。）。また、ここでい

う通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないもので

あるが、送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車椅子への移

乗、戸締まり等）に要する時間は、次のいずれの要件も満たす場合、１日30分

以内を限度として、通所介護を行うのに要する時間に含めることができる。 

① 居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けた上で実施する場合 

② 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、介護福祉士、実務者研修修了者、介

護職員基礎研修課程修了者、１級課程修了者、介護職員初任者研修修了者

（２級課程修了者を含む。）、看護職員、機能訓練指導員又は当該事業所に

おける勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所、医療機関、

社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員としての勤続

年数の合計が３年以上の介護職員である場合。 

これに対して、当日の利用者の心身の状況から、実際の通所介護の提供が通

所介護計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所介護計画上

の単位数を算定して差し支えない。なお、通所介護計画上の所要時間よりも大

きく短縮した場合には、通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じ

た単位数を算定すること。 

なお、同一の日の異なる時間帯に複数の単位（指定居宅サービス基準第93条
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に規定する指定通所介護の単位をいう。以下同じ。）を行う事業所においては、

利用者が同一の日に複数の指定通所介護の単位を利用する場合には、それぞれ

の通所介護の単位について所定単位数が算定されること。 

(２) ２時間以上３時間未満の通所介護を行う場合の取扱い 

２時間以上３時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者は、心身の状

況から、長時間のサービス利用が困難である者、病後等で短時間の利用から始

めて長時間利用に結びつけていく必要がある者など、利用者側のやむを得ない

事情により長時間のサービス利用が困難な者（利用者等告示第14号）であるこ

と。なお、２時間以上３時間未満の通所介護であっても、通所介護の本来の目

的に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日

常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施される

べきものであること。 

(３) ８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った

場合の加算の取扱い 

延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して日

常生活上の世話を行う場合について、５時間を限度として算定されるものであ

り、例えば、 

① ９時間の通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合 

② ９時間の通所介護の前に連続して２時間、後に連続して３時間、合計５時

間の延長サービスを行った場合には、５時間分の延長サービスとして250単

位が算定される。 

また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が９時間以上の

部分について算定されるものであるため、例えば、 

③ ８時間の通所介護の後に連続して５時間の延長サービスを行った場合には、

通所介護と延長サービスの通算時間は13時間であり、４時間分（＝13時間－

９時間）の延長サービスとして200単位が算定される。 

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能

な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるもので

あるが、当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いている必要があ

り、当該事業所の利用者が、当該事業所を利用した後に、引き続き当該事業
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所の設備を利用して宿泊する場合や、宿泊した翌日において当該事業所の通

所介護の提供を受ける場合には算定することはできない。 

(４) 事業所規模による区分の取扱い 

① 事業所規模による区分については、施設基準第５号イ(１)に基づき、前年

度の１月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所介護費を区分して

いるところであるが、当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規

定により、当該指定通所介護事業所に係る指定通所介護事業者が第１号通所

事業（指定居宅サービス等基準第93条第１項第３号に規定する第１号通所事

業をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場

合は、当該第１号通所事業における前年度の１月当たりの平均利用延人員数

を含むこととされているところである。したがって、仮に指定通所介護事業

者が第１号通所事業の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体

的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合には、

当該平均利用延人員数には当該第１号通所事業の平均利用延人員数は含めな

い取扱いとする。 

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、３時間以上４時間未満、４時間以

上５時間未満の報酬を算定している利用者（２時間以上３時間未満の報酬を

算定している利用者を含む。）については、利用者数に２分の１を乗じて得

た数とし、５時間以上６時間未満、６時間以上７時間未満の報酬を算定して

いる利用者については利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。また、平

均利用延人員数に含むこととされた第１号通所事業の利用者の計算に当たっ

ては、第１号通所事業の利用時間が５時間未満の利用者については、利用者

数に２分の１を乗じて得た数とし、利用時間が５時間以上６時間未満、６時

間以上７時間未満の利用者については、利用者数に４分の３を乗じて得た数

とする。ただし、第１号通所事業の利用者については、同時にサービスの提

供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差

し支えない。 

また、１月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した

月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に７分

の６を乗じた数によるものとする。 
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③ 前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又は再開し

た事業者を含む。）又は前年度から定員を概ね25％以上変更して事業を実施

しようとする事業者においては、当該年度に係る平均利用延人員数について

は、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の90％に予定さ

れる１月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。 

④ 毎年度３月31日時点において、事業を実施している事業者であって、４月

以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通所介護費の算定に当たっ

ては、前年度の平均利用延人員数は、前年度において通所介護費を算定して

いる月（３月を除く。）の１月当たりの平均利用延人員数とする。 

⑤ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている

場合の事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例については、別途通知を参

照すること。 

(５) 災害時等の取扱い 

災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超

過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌

月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月

から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわ

らずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた

月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。また、この場合にあって

は、やむを得ない理由により受け入れた利用者については、その利用者を明確

に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととする。 

(５)の２ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じて

いる場合の取扱いについて 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場

合の基本報酬への加算の内容については、別途通知を参照すること。 

(６) 生活相談員配置等加算について 

① 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型通所介護の提供

日ごとに、当該共生型通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要

があるが、共生型通所介護の指定を受ける障害福祉制度における指定生活介

護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事
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業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下

この(６)において「指定生活介護事業所等」という。）に配置している従業

者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配置す

る必要はなく、兼務しても差し支えない。 

なお、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場

合は、その曜日のみ加算の算定対象となる。 

② 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との

交流会など）の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参

加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボランティアの受入や活動

（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域住民が

事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地

域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。 

③ なお、当該加算は、共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等

においてのみ算定することができるものであること。 

(７) 注７の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２(17)を参照されたい。 

(８) 入浴介助加算について 

ア 入浴介助加算（Ⅰ）について 

① 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に

ついて算定されるものである（大臣基準告示第14号の３）が、この場合の

「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者

の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力

で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認など

を行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった

場合についても、加算の対象となるものであること。なお、この場合の入

浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、

部分浴（シャワー浴含む）等である場合は、これを含むものとする。 

② 通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合に、利用者側の

事情により、入浴を実施しなかった場合については、加算を算定できない。 

イ 入浴介助加算（Ⅱ）について 
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①  ア①及び②を準用する。この場合において、ア①の「入浴介助加算

（Ⅰ）」は、「入浴介助加算（Ⅱ）」に読み替えるものとする。 

② 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しく

は居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等（以下(８)におい

て「家族・訪問介護員等」という。）の介助によって入浴ができるように

なることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものである。

なお、入浴介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、

自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができ

るようになるためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であ

るかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等（利

用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談

員、機能訓練指導員を含む。）が利用者の居宅を訪問（個別機能訓練加

算を取得するにあたっての訪問等を含む。）し、利用者の状態をふまえ、

浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当

該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基

づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等

の介助により入浴を行うことが可能であると判断した場合、指定通所介

護事業所に対しその旨情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し

評価した者が、指定通所介護事業所の従業者以外の者である場合は、書

面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。 

（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護

技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・

訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しいと判断した場合

は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸

与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談

員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に

対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整

備に係る助言を行う。 

ｂ 指定通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を



83 

訪問し評価した者との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問によ

り把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作

成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記

載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることが

できるものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境

にて、入浴介助を行う。なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅

の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し

利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。ま

た、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふま

えて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴することがで

きるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行わ

れるものであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存

の研修等を参考にすること。 

(９) 中重度者ケア体制加算について 

① 中重度者ケア体制加算は、暦月ごとに、指定居宅サービス等基準第93条第

１項に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員

を常勤換算方法で２以上確保する必要がある。このため、常勤換算方法によ

る職員数の算定方法は、暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、

当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算

定し、暦月において常勤換算方法で２以上確保していれば加算の要件を満た

すこととする。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、

サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護

職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法による員数については、

小数点第２位以下を切り捨てるものとする。 

② 要介護３、要介護４又は要介護５である者の割合については、前年度（３

月を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均につ

いて、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者

に関しては人員数には含めない。 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるも
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のとする。 

イ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開

した事業所を含む。）については、前年度の実績による加算の届出はでき

ないものとする。 

ロ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以

降においても、直近３月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割

合を維持しなければならない。また、その割合については、毎月ごとに記

録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５

の届出を提出しなければならない。 

④ 看護職員は、指定通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置する必要が

あり、他の職務との兼務は認められない。 

⑤ 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定す

ることができる。また、注13の認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重

度者ケア体制加算の算定とともに認知症加算も算定できる。 

⑥ 中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護

者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実

施するプログラムを作成することとする。 

(10) 生活機能向上連携加算について 

① 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施してい

る医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該

病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限

る。以下この(10)において同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士又は医師（以下この(10)において「理学療法士等」という。）の助言に

基づき、当該通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同

してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の

作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対

し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 
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この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、

診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若

しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医

療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事

業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施

している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、

起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、

掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する状況について、指定訪問リ

ハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設の場において把握し、又は、指

定通所介護事業所の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用した動画や

テレビ電話を用いて把握した上で、当該指定通所介護事業所の機能訓練指

導員等に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用

いる場合においては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者

の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等と機能訓

練指導員等で事前に方法等を調整するものとする。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等

の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又はその家族

の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定する

こととし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定

するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別

機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その

記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ

と。 

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目

的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の

状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。 

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについ
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て、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士

等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の

意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた

目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個

別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利

用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）に対し

て個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明してい

ること。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について

当該利用者等の同意を得なければならないこと。なお、テレビ電話装置

等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵

守すること。 

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ご

とに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であ

るようにすること。 

ト 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練

を提供した初回の月に限り、算定されるものである。なお、イの助言に基

づき個別機能訓練計画を見直した場合には、本加算を再度算定することは

可能であるが、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場

合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の

翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

② 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施してい

る医療提供施設の理学療法士等が、当該指定通所介護事業所を訪問し、当

該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状況等の評価及
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び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、

機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助

言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、

診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若

しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医

療院であること。 

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について 

・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについ

て、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士

等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当該利用者又はその家族の

意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえた

目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。 

・理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定通所介護事業所を訪問し、機

能訓練指導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上

で、機能訓練指導員等が、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計

画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必

要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場

合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はないこと。 

(11) 個別機能訓練加算について 

個別機能訓練加算は、専ら機能訓練を実施する理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅ

う師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指

導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限

る。）（以下７において「理学療法士等」という。）を配置し、機能訓練指導

員等が共同して、利用者ごとに心身の状態や居宅の環境をふまえた個別機能訓

練計画を作成し、当該計画に基づき計画的に機能訓練を行うことで、利用者の

生活機能（身体機能を含む。以下(11)において同じ。）の維持・向上を図り、



88 

住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目指す

ため設けられたものである。 

本加算の算定にあたっては、加算設置の趣旨をふまえた個別機能訓練計画の

作成及び個別機能訓練が実施されなければならない。 

① 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ、個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 

イ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置する

こと。この場合において、例えば１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士

等を配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接機能訓

練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日

があらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必

要がある。 

なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る理学療法士等の

職務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定通所介護事業所におけ

る看護職員としての人員基準の算定に含めない。 

ロ 個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定する際の人員配置 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置する

ことに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定

通所介護を行う時間帯を通じて１名以上配置すること。この場合において、

例えば１週間のうち特定の曜日だけ、専ら機能訓練を実施する理学療法士

等を１名以上及び専ら機能訓練を実施する理学療法士等を指定通所介護を

行う時間帯を通じて１名以上配置している場合は、その曜日において理学

療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象と

なる。 

ただし、この場合、当該加算を算定できる人員体制を確保している曜日

はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必

要がある。 

なお、指定通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員

の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、指定通所介護事業所にお
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ける看護職員としての人員基準の算定に含めない。 

ハ 個別機能訓練目標の設定・個別機能訓練計画の作成 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機

能訓練を行うにあたっては、機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに

その目標、目標を踏まえた訓練項目、訓練実施時間、訓練実施回数等を内

容とする個別機能訓練計画を作成すること。 

個別機能訓練目標の設定にあたっては、機能訓練指導員等が利用者の居

宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤ

Ｌ等の状況）を確認し、その結果や利用者又は家族の意向及び介護支援専

門員等の意見も踏まえつつ行うこと。その際、当該利用者の意欲の向上に

つながるよう長期目標・短期目標のように段階的な目標とするなど可能な

限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。また、単に身体機能の向上

を目指すことのみを目標とするのではなく、日常生活における生活機能の

維持・向上を目指すことを含めた目標とすること。 

個別機能訓練項目の設定にあたっては、利用者の生活機能の向上に資す

るよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たって

は、利用者の生活意欲の向上に繋がるよう利用者を援助すること。 

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する

場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができる

ものとする。 

ニ 個別機能訓練の実施体制・実施回数 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機

能訓練は、類似の目標を持ち、同様の訓練項目を選択した５人程度以下の

小集団（個別対応含む）に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必

要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とするこ

と。 

訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要

な１回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。 

また、本加算に係る個別機能訓練は、住み慣れた地域で居宅において可

能な限り自立して暮らし続けることを目的とし、生活機能の維持・向上を
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図るため、計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必要があり、概ね週

１回以上実施することを目安とする。 

ホ 個別機能訓練実施後の対応 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロに係る個別機

能訓練を開始した後は、個別機能訓練項目や訓練実施時間、個別機能訓練

の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等について

の評価を行うほか、３月ごとに１回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者

の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状況）の確認を行

い、利用者又はその家族（以下このホにおいて「利用者等」という。）に

対して個別機能訓練の実施状況や個別機能訓練の効果等について説明し、

記録する。 

また、概ね３月ごとに１回以上、個別機能訓練の実施状況や個別機能訓

練の効果等について、当該利用者を担当する介護支援専門員等にも適宜報

告・相談し、利用者等の意向を確認の上、当該利用者に対する個別機能訓

練の効果（例えば当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況）等をふま

えた個別機能訓練の目標の見直しや訓練項目の変更など、適切な対応を行

うこと。 

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該

利用者等の同意を得なければならないこと。なお、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。 

ヘ その他 

・ 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基

準並びに通所介護費等の算定方法（平成12年厚生省告示第27号）第１号

に規定する基準のいずれかに該当する場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）

イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定することはできない。 

・ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定している場合は個別機能訓練加算

（Ⅰ）ロを算定することはできない。また個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを
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算定している場合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イを算定することはでき

ない。 

・ 個別機能訓練計画に基づく個別機能訓練の実施が予定されていた場合

でも、利用者の都合等により実際に個別機能訓練が実施されなかった場

合は、個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロを算定

することはできない。 

・ 個別機能訓練加算（Ⅰ）イ及び個別機能訓練加算（Ⅰ）ロの目標設

定・個別機能訓練計画の作成方法の詳細を含む事務処理手順例等につい

ては、別に定める通知において示すこととする。 

・ 個別機能訓練に関する記録（個別機能訓練の目標、目標をふまえた訓

練項目、訓練実施時間、個別機能訓練実施者等）は、利用者ごとに保管

され、常に当該事業所の個別機能訓練従事者により閲覧が可能であるよ

うにすること。 

② 個別機能訓練加算（Ⅱ）について 

厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム

（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバッ

ク情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Ｐｌａ

ｎ）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Ｄｏ）、当該実施内容の評価

（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔ

ｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管

理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の

維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(12) ＡＤＬ維持等加算について 

① ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）について 

イ ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、Ｂａｒｔｈｅｌ Ｉｎ

ｄｅｘを用いて行うものとする。 
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ロ 大臣基準告示第16号の２イ(２)における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出

は、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。 

ハ 大臣基準告示第16号の２イ(３)及びロ(２)におけるＡＤＬ利得は、評価

対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から、

評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値に、次の表の左

欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値

に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とす

る。 

１ ２以外の者 ＡＤＬ値が０以上25以下 １ 

ＡＤＬ値が30以上50以下 １ 

ＡＤＬ値が55以上75以下 ２ 

ＡＤＬ値が80以上100以下 ３ 

２ 評価対象利用開始月におい

て、初回の要介護認定（法第27

条第１項に規定する要介護認定

をいう。）があった月から起算

して12月以内である者 

ＡＤＬ値が０以上25以下 ０ 

ＡＤＬ値が30以上50以下 ０ 

ＡＤＬ値が55以上75以下 １ 

ＡＤＬ値が80以上100以下 ２ 

ニ ハにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、Ａ

ＤＬ利得の多い順に、上位100分の10に相当する利用者（その数に１未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）及び下位100分の

10に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。）を除く利用者（以下「評価対象利用者」という。）

とする。 

ホ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者

については、リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と

連携してサービスを実施している場合に限り、ＡＤＬ利得の評価対象利用

者に含めるものとする。 

ヘ 令和３年度については、評価対象期間において次のａからｃまでの要件

を満たしている場合に、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月

（令和３年４月１日までに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介
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護費の注12に掲げる基準（以下この①において「基準」という。）に適合

しているものとして都道府県知事に届出を行う場合にあっては、令和３年

度内）に限り、ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定できることとす

る。 

ａ 大臣基準告示第16号の２イ(１)、(２)及び(３)並びにロ(２)の基準

（イ(２)については、厚生労働省への提出を除く。）を満たすことを示

す書類を保存していること。 

ｂ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うことと

する。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情

報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成

（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Ｄｏ）、当該実

施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直

し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）によ

り、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

ｃ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を開始しようとする月の末

日までに、ＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認

すること。 

ト 令和３年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月か

ら12月後までの１年間とする。ただし、令和３年４月１日までに算定基準

に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合については、次

のいずれかの期間を評価対象期間とすることができる。 

ａ 令和２年４月から令和３年３月までの期間 

ｂ 令和２年１月から令和２年12月までの期間 

チ 令和４年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月の前

年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている
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場合には、届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とする。 

② ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）について 

イ 令和３年３月31日において現に、令和３年度介護報酬改定による改正前

のＡＤＬ維持等加算に係る届け出を行っている事業所であって、(12)①に

係る届け出を行っていないものは、令和５年３月31日までの間はＡＤＬ維

持等加算（Ⅲ）を算定することができる。この場合の算定要件等は、令和

３年度介護報酬改定による改正前のＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の要件による

ものとする。 

ロ ＡＤＬ維持等加算（Ⅲ）の算定に係る事務処理手続等の詳細については、

この通知に定めるもののほか、「ＡＤＬ維持等加算に関する事務処理手順

及び様式例について（平成30年４月６日老振発第0406第１号、老老発第

0406第３号）におけるＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）の事務処理手順等を参考に

すること。 

(13) 認知症加算について 

① 常勤換算方法による職員数の算定方法は、(９)①を参照のこと。 

② 「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから

介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭ

に該当する者を指すものとし、これらの者の割合については、前年度（３月

を除く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均につい

て、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に

関しては人員数には含めない。 

③ 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、(９)③を参照のこと。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養

成事業の実施について」（平成18年３月31日老発第0331010号厚生労働省老

健局長通知）及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」

（平成18年３月31日老計発第0331007号厚生労働省計画課長通知）に規定す

る「認知症介護指導者養成研修」、認知症看護に係る適切な研修を指すもの

とする。 

⑤ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業

の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につい
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て」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。 

⑥ 「認知症介護に係る実践的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業

の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につい

て」に規定する「認知症介護実践者研修」を指すものとする。 

⑦ 認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実

践者研修、認知症看護に係る適切な研修の修了者は、指定通所介護を行う時

間帯を通じて１名以上配置する必要がある。 

⑧ 認知症加算については、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する

者に対して算定することができる。また、注９の中重度者ケア体制加算の算

定要件も満たす場合は、認知症加算の算定とともに中重度者ケア体制加算も

算定できる。 

⑨ 認知症加算を算定している事業所にあっては、認知症の症状の進行の緩和

に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。 

(14) 若年性認知症利用者受入加算について 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、

当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

(15) 栄養アセスメント加算について 

① 栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行

われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント

加算の対象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント

強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているも

の又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社

団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケ

ア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行う

ものであること。 

③ 栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手

順により行うこと。あわせて、利用者の体重については、１月毎に測定する

こと。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 
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ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同

して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべ

き栄養管理上の課題の把握を行うこと。 

ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ

解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこ

と。 

ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護

支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提

供を検討するように依頼すること。 

④ 原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを

受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養ア

セスメント加算は算定しないが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセス

メントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断さ

れた場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できる

こと。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム

（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバッ

ク情報を活用し、利用者の状態に応じた栄養管理の内容の決定（Ｐｌａｎ）、

当該決定に基づく支援の提供（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、

その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の

一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこ

と。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の

維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(16) 栄養改善加算について 

① 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行わ

れるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 
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② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対

象事業所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算

の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常

勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限る。）又は公益社団法人日

本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステ

ーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うものであ

ること。 

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する

者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。 

イ ＢＭＩが18.5未満である者 

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業

の実施について」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局

長通知）に規定する基本チェックリストのＮｏ．11の項目が「１」に該当

する者 

ハ 血清アルブミン値が3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、前記イからホのいずれかの

項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。 

・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関

連する(13)、(14)、(15)のいずれかの項目において「１」に該当する者

などを含む。） 

・ 生活機能の低下の問題 

・ 褥瘡に関する問題 

・ 食欲の低下の問題 

・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する(16)、

(17)のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する(18)、(19)、

(20)のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する(21)から(25)の項
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目において、２項目以上「１」に該当する者などを含む。） 

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経てなさ

れる。 

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機

能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握

（以下「栄養アセスメント」という。）を行い、管理栄養士、看護職員、

介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関す

る事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に

対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成し

た栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はそ

の家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護においては、栄養

ケア計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載

をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービス

を提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに

当該計画を修正すること。 

ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取っ

た結果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家

族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環

境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養

食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。 

ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討

し、おおむね３月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、

その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情

報提供すること。 

ヘ 指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条に規定するサー

ビスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が

利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善

加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないもの
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とすること。 

⑤ おおむね３月ごとの評価の結果、③のイからホまでのいずれかに該当する

者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養

改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サ

ービスを提供する。 

(17) 口腔・栄養スクリーニング加算について 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニ

ング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニン

グ（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに行われるケア

マネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則と

して一体的に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第19号の２ロに

規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの一

方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を算定することができ

る。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者

について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員

に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが18.5未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事

業の実施について」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老

健局長通知）に規定する基本チェックリストのＮｏ．11の項目が「１」

に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 
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④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス

担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づ

く口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スク

リーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機

能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要と判断された場

合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算又は口腔機

能向上加算を算定できること。 

(18) 口腔機能向上加算について 

① 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者

ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行うものである

こと。 

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに

該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者と

すること。 

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項

目において「１」以外に該当する者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の３項目の

うち、２項目以上が「１」に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定さ

れることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯

科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、

歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する

場合にあっては、加算は算定できない。 

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定して

いる場合 

ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定して

いない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥
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下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合 

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経て

なされる。 

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、

利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を

行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他

の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指

導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、

口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同

意を得ること。なお、通所介護においては、口腔機能改善管理指導計画に

相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口

腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護

職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口

腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正

すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況

を検討し、おおむね３月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果に

ついて、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科

医師に対して情報提供すること。 

ホ 指定居宅サービス基準第105条において準用する第19条に規定するサー

ビスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録

する場合は、当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の

口腔機能を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者で

あって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を

行うことにより、口腔機能の向上又は維持の効果が期待できると認められる

ものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。 
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イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認め

られる状態の者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのあ

る者 

⑦ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。

ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム

（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバッ

ク情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成

（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく支援の提供（Ｄｏ）、当該支援内容の評価

（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔ

ｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管

理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の

維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(19) 科学的介護推進体制加算について 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者

ごとに注19に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対し

て算定できるものであること。 

② 情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの

提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）

関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」を参照されたい。 

③ 事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計

画（Ｐｌａｎ）、実行（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏ

ｎ）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質の高いサービスを実施する

体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体

的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働

省に提出するだけでは、本加算の算定対象とはならない。 
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イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを

提供するためのサービス計画を作成する（Ｐｌａｎ）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立

支援や重度化防止に資する介護を実施する（Ｄｏ）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共

同して、事業所の特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈ

ｅｃｋ）。 

ニ 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体

として、サービスの質の更なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の

維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(20) 事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所介

護を行う場合について 

① 同一建物の定義 

注21における「同一建物」とは、当該指定通所介護事業所と構造上又は外

形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の１階部分

に指定通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている

場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合

は該当しない。 

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当

該指定通所介護事業所の指定通所介護事業者と異なる場合であっても該当す

るものであること。 

② なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他や

むを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った

場合は、例外的に減算対象とならない。具体的には、傷病により一時的に歩

行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力

での通所が困難である者に対し、２人以上の従業者が、当該利用者の居住す

る場所と当該指定通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られ

ること。ただし、この場合、２人以上の従業者による移動介助を必要とする

理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者
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会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所介護計画に記載する

こと。また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録し

なければならない。 

(21) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら指定通所介護事業所に通う場合、利用者の家族等が指定通所介

護事業所への送迎を行う場合など、当該指定通所介護事業所の従業者が利用者

の居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を実施していない場合は、片道につ

き減算の対象となる。ただし、注21の減算の対象となっている場合には、当該

減算の対象とはならない。 

(22) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、いわゆる定員超

過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、厚生労働大臣が定める利

用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方

法（平成 12年厚生省告示第 27号。以下「通所介護費等の算定方法」とい

う。）において、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかにして

いるところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定

であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② この場合の利用者の数は、１月間（暦月）の利用者の数の平均を用いる。

この場合、１月間の利用者の数の平均は、当該月におけるサービス提供日ご

との同時にサービスの提供を受けた者の最大数の合計を、当該月のサービス

提供日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小

数点以下を切り上げるものとする。 

③ 利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に

該当することとなった事業所については、その翌月から定員超過利用が解消

されるに至った月まで、利用者の全員について、所定単位数が通所介護費等

の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消され

るに至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。 

④ 都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所に対しては、その解

消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継

続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するも
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のとする。 

⑤ 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、

当該定員超過利用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員

超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も

含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由

がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している場合

に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。 

(23) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 当該事業所の看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数

を下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこ

ととし、通所介護費等の算定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数

の算定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサービスの

提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努め

るものとする。 

② 人員基準欠如についての具体的取扱いは次のとおりとする。 

イ 看護職員の数は、１月間の職員の数の平均を用いる。この場合、１月間

の職員の平均は、当該月のサービス提供日に配置された延べ人数を当該月

のサービス提供日数で除して得た数とする。 

ロ 介護職員の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数

（サービス提供時間数に関する具体的な取扱いは、「指定居宅サービス等

及び指定介護予防サービス等に関する基準について」第３の６の１(１)を

参照すること。）を用いる。この場合、１月間の勤務延時間数は、配置さ

れた職員の１月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延

時間数で除して得た数とする。 

ハ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合にはその翌

月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所

定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。 

・（看護職員の算定式） 

サービス提供日に配置された延べ人数／サービス提供日数＜0.9 

・（介護職員の算定式） 
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当該月に配置された職員の勤務延時間数／当該月に配置すべき職員の勤

務延時間数＜0.9 

ニ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消

されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費

等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末

日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

・（看護職員の算定式） 

0.9≦サービス提供日に配置された延べ人数／サービス提供日数＜1.0 

・（介護職員の算定式） 

0.9≦当該月に配置された職員の勤務延時間数／当該月に配置すべき職員

の勤務延時間数＜1.0 

③ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、

利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場

合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとす

る。 

(24) サービス提供体制強化加算について 

① ３(９)④から⑧までを参照のこと。 

② 指定通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、

介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする 

(25) 介護職員処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(22)を参照されたい。 

(26) 介護職員等特定処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(23)を参照されたい。 

８ 通所リハビリテーション費 

(１) 所要時間による区分の取扱い 

① 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所リハビリ

テーション計画に位置づけられた内容の指定通所リハビリテーションを行う

ための標準的な時間によることとしている。そのため、例えば、単に、当日

のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常

の時間を超えて事業所にいる場合は、指定通所リハビリテーションのサービ
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スが提供されているとは認められないものであり、この場合は当初計画に位

置づけられた所要時間に応じた所定単位数を算定すること（このような家族

等の出迎え等までの間のいわゆる「預かり」サービスについては、利用者か

ら別途利用料を徴収して差し支えない。）。 

② 指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間には、送迎に要する時

間は含まないものとするが、送迎時に実施した居宅内での介助等（電気の消

灯・点灯、窓の施錠、着替え、ベッドへの移乗等）に要する時間は、次のい

ずれの要件も満たす場合、１日30分以内を限度として、指定通所リハビリテ

ーションを行うのに要する時間に含めることができる。 

イ 居宅サービス計画及び通所リハビリテーション計画に位置付けた上で実

施する場合 

ロ 送迎時に居宅内の介助等を行う者が、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程

修了者、１級課程修了者、介護職員初任者研修修了者（２級課程修了者を

含む。）又は当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護

サービス事業所、医療機関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に

直接提供する職員としての勤続年数の合計が３年以上の介護職員である場

合 

③ 当日の利用者の心身の状況から、実際の指定通所リハビリテーションの提

供が通所リハビリテーション計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった

場合には通所リハビリテーション計画上の単位数を算定して差し支えない。

なお、通所リハビリテーション計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合

には、通所リハビリテーション計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じ

た単位数を算定すること。 

④ 利用者に対して、１日に複数の指定通所リハビリテーションを行う事業所

にあっては、それぞれの指定通所リハビリテーションごとに通所リハビリテ

ーション費を算定するものとする（例えば、午前と午後に指定通所リハビリ

テーションを行う場合にあっては、午前と午後それぞれについて通所リハビ

リテーション費を算定する。）。ただし、１時間以上２時間未満の指定通所

リハビリテーションの利用者については、同日に行われる他の通所リハビリ
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テーション費は算定できない。 

(２) 災害時等の取扱い 

通所介護と同様であるので、７(５)を参照されたい。 

(３) 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている

場合の取扱いについて 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場

合の基本報酬への加算の内容については、別途通知を参照すること。 

(４) １時間以上２時間未満の指定通所リハビリテーションにおける理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で２名以上配置している事業所の

加算の取り扱いについて 

注３における「専従」とは、当該指定通所リハビリテーション事業所にお

いて行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施する

時間に専らその職務に従事していることで足りるものとすること。 

(５) ７時間以上８時間未満の指定通所リハビリテーションの前後に連続して延

長サービスを行った場合の加算（延長加算）の取扱い 

① 当該加算は、所要時間７時間以上８時間未満の指定通所リハビリテーショ

ンの前後に連続して指定通所リハビリテーションを行う場合について、６時

間を限度として算定されるものである。 

例えば、８時間の指定通所リハビリテーションの後に連続して２時間の延

長サービスを行った場合や、８時間の指定通所リハビリテーションの前に連

続して１時間、後に連続して１時間、合計２時間の延長サービスを行った場

合には、２時間分の延長サービスとして100単位を算定する。 

② 当該加算は指定通所リハビリテーションと延長サービスを通算した時間が

８時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、７時間の指

定通所リハビリテーションの後に連続して２時間の延長サービスを行った場

合には、指定通所リハビリテーションと延長サービスの通算時間は９時間で

あり、１時間分（時間＝９時間－８時間）の延長サービスとして50単位を算

定する。 

③ 延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制

にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものであるが、
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当該事業所の実情に応じて、適当数の従業者を置いていることが必要である。 

(６) リハビリテーション提供体制加算について 

「当該事業所の利用者の数」とは、指定通所リハビリテーション事業者と

指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、指定通所

リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定通所

リハビリテーションの利用者数と指定介護予防通所リハビリテーションの利

用者数の合計をいう。 

(７) 注５の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２(17)を参照されたい。 

(８) 平均利用延人員数の取扱い 

① 事業所規模による区分については、施設基準第６号イ(１)に基づき、前年

度の１月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所リハビリテーショ

ン費を区分しているところであるが、当該平均利用延人員数の計算に当たっ

ては、同号の規定により、当該指定通所リハビリテーション事業所に係る指

定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事

業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護

予防通所リハビリテーション事業所における前年度の１月当たりの平均利用

延人員数を含むこととされているところである。したがって、仮に指定通所

リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の

指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、実態

として両事業が分離されて実施されている場合には、当該平均利用延人員数

には当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の平均利用延人員数は

含めない取扱いとする。 

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、１時間以上２時間未満の報酬を算

定している利用者については、利用者数に４分の１を乗じて得た数とし、２

時間以上３時間未満の報酬を算定している利用者及び３時間以上４時間未満

の報酬を算定している利用者については、利用者数に２分の１を乗じて得た

数とし、４時間以上５時間未満の報酬を算定している利用者及び５時間以上

６時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に４分の３を
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乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた指定介護

予防通所リハビリテーション事業所の利用者の計算に当たっては、指定介護

予防通所リハビリテーションの利用時間が２時間未満の利用者については、

利用者数に４分の１を乗じて得た数とし、２時間以上４時間未満の利用者に

ついては、利用者数に２分の１を乗じて得た数とし、利用時間が４時間以上

６時間未満の利用者については、利用者数に４分の３を乗じて得た数とする。

ただし、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用者については、

同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法に

よって計算しても差し支えない。 

また、１月間（暦月）、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した

月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に７分

の６を乗じた数によるものとする。 

③ 前年度の実績が６月に満たない事業者（新たに事業を開始し、又は再開し

た事業者を含む）又は前年度から定員をおおむね25％以上変更して事業を実

施しようとする事業者においては、当該年度に係る平均利用延人員数につい

ては、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の90％に予定

される１月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。 

④ 毎年度３月31日時点において、事業を実施している事業者であって、４月

以降も引き続き事業を実施するものの当該年度の通所リハビリテーション費

の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員数は、前年度において通所リ

ハビリテーション費を算定している月（３月を除く。）の１月当たりの平均

利用延人員数とする。 

⑤ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている

場合の事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例については、別途通知を参

照すること。 

(９) 指定通所リハビリテーションの提供について 

① 平成27年度の介護報酬改定において、個別リハビリテーション実施加算が

本体報酬に包括化された趣旨を踏まえ、利用者の状態に応じ、個別にリハビ

リテーションを実施することが望ましいこと。 

② 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所の医
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師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施することが

原則であるが、例外として、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、

廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定す

べきリハビリテーションを受けていた患者が、介護保険の指定通所リハビリ

テーションへ移行する際に、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管

理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式

例の提示について」の別紙様式２―２―１をもって、保険医療機関から当該

事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、

別紙様式２―２―１に記載された内容について確認し、指定通所リハビリテ

ーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、別紙様式２

―２―１をリハビリテーション計画書とみなして通所リハビリテーション費

の算定を開始してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以

内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回のリハビリテーション計画

を作成する。 

③ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテーショ

ンの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に

対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リハビ

リテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず当該リハビリテーシ

ョンを中止する際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に対する

負荷等のうちいずれか１以上の指示を行う。 

④ ③における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法

士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。 

⑤ 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて

当該計画を見直す。初回の評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリ

ハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね

３月ごとに評価を行う。 

⑥ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指

定通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリ

テーション計画書に指定通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、
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具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通

しを記載し、本人・家族に説明を行う。 

⑦ 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所

リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの

実施を開始した日から起算して１月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診

療、運動機能検査、作業能力検査等を行うよう努めることが必要である。 

⑧ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サ

ービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、

日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。 

(10) 入浴介助加算について 

ア 入浴介助加算（Ⅰ）について 

① 入浴介助加算（Ⅰ）は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に

ついて算定されるものである（大臣基準告示24の４）が、この場合の「観

察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自

立支援や日常生活動作能力などの向上のために、利用者自身の力で入浴し、

必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うこと

により、結果として、身体に直接接触する介助を行わなかった場合につい

ても、加算の対象となるものであること。なお、この場合の入浴には、利

用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴（シ

ャワー浴）や清拭である場合は、これを含むものとする。 

② 通所リハビリテーション計画上、入浴の提供が位置付けられている場合

に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、算定

できない。 

イ 入浴介助加算（Ⅱ）について 

① ア①及び②を準用する。なお、ア①の「入浴介助加算（Ⅰ）」は、「入

浴介助加算（Ⅱ）」に読み替えるものとする。 

② 入浴介助加算（Ⅱ）は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しく

は居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等（以下、「家族・
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訪問介護員等」という。）の介助によって入浴ができるようになることを

目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものである。なお、入浴

介助加算（Ⅱ）の算定に関係する者は、利用者の状態に応じ、自身で又は

家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入浴ができるようにな

るためには、どのような介護技術を用いて行うことが適切であるかを念頭

に置いた上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、介護支援

専門員等（利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉

用具専門相談員を含む。）が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該

利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、当該利用者の居宅を

訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技術に基づいて、利用者の

動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪問介護員等の介助により入浴

を行うことが可能であると判断した場合、指定通所リハビリテーション

事業所に対しその旨情報共有する。また、当該利用者の居宅を訪問し評

価した者が指定通所リハビリテーション事業所の従業者以外の者である

場合は、書面等を活用し、十分な情報共有を行うよう留意すること。 

（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護

技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・

訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しいと判断した場合

は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は指定福祉用具貸

与事業所若しくは指定特定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談

員と連携し、利用者及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に

対し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴室の環境整

備に係る助言を行う。 

ｂ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が、医師との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問によ

り把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画

を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所リハビリテー

ション計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の

作成に代えることができるものとする。 
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ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境

にて、入浴介助を行う。なお、この場合の「個浴その他の利用者の居宅

の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し

利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとして差し支えない。ま

た、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状況や利用者の状態をふま

えて、自身で又は家族・訪問介護員等の介助によって入浴することがで

きるようになるよう、必要な介護技術の習得に努め、これを用いて行わ

れるものであること。なお、必要な介護技術の習得にあたっては、既存

の研修等を参考にすること。 

(11) リハビリテーションマネジメント加算について 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネ

ジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーションの質の向

上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働による通所

リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づく適切なリハビリテーショ

ンの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の見直し等と

いったＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの

質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指

すに当たって、心身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといった活動を

するための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等

といった参加をするための機能について、バランス良くアプローチするリハ

ビリテーションが提供できているかを管理することをいう。 

③ 本加算は、ＳＰＤＣＡサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーシ

ョンの質の管理を行った場合に加算するものであることから、当該ＳＰＤＣ

Ａサイクルの中で通所リハビリテーション計画を、新規に作成し直すことは

想定しておらず、利用者の状態に応じて適切に当該計画の見直しが行われる

ものである。 

したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって初めて通所リハ

ビリテーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同

意とは異なることに留意すること。 
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④ 注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算（Ａ）イ(１)、注

８ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ(１)、注８ハ

に規定するリハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）イ(１)又は注８ニに

規定するリハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）ロ(１)を取得後は、注

８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算（Ａ）イ(２)、注８ロ

に規定するリハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ(２)、注８ハに規

定するリハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）イ(２)又は注８ニに規定

するリハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）ロ(２)を算定するものであ

ることに留意すること。 

ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催し、利

用者の急性増悪等により引き続き月に１回以上、当該会議を開催し、利用者

の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者又

は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメント加算

（Ａ）イ(１)又はロ(１)若しくは（Ｂ）イ(１)又はロ(１)を再算定できるも

のであること。 

⑤ リハビリテーション会議の構成員である医師の当該会議への出席について

は、テレビ電話等情報通信機器を使用してもよいこととする。なお、テレビ

電話等情報通信機器を使用する場合には、当該会議の議事に支障のないよう

留意すること。 

⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーショ

ンを実施する指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所

リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所

並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機関において、算定開始の月

の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーシ

ョンに係る報酬の請求が併せて６月以上ある利用者については、算定当初か

ら３月に１回の頻度でよいこととする。 

⑦ 大臣基準告示第25号ロ(２)及びニ(２)規定する厚生労働省への情報の提出

については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提

出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照さ
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れたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバッ

ク情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこ

と。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の

維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

(12) 短期集中個別リハビリテーション実施加算について 

① 短期集中個別リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーションは、

利用者の状態に応じて、基本的動作能力及び応用的動作能力を向上させ、身

体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを個別に実施するもの

であること。 

② 「個別リハビリテーションを集中的に行った場合」とは、退院（所）日又

は認定日から起算して３月以内の期間に、１週につきおおむね２日以上、１

日当たり40分以上実施するものでなければならない。 

(13) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について 

① 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーション

は、認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能

力や社会適応能力（生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力をいう。以下

同じ。）を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するための

リハビリテーションを実施するものであること。 

② 認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ）は、精神科医師若しくは神

経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を

修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれる

と判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、１週間に

２日を限度として、20分以上のリハビリテーションを個別に実施した場合に

算定できるものである。なお、当該リハビリテーションの提供時間が20分に

満たない場合は、算定はできないこととする。 

③ 認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）は、精神科医師若しくは神

経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を

終了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれる



117 

と判断された者に対して、通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の

状態に応じて、個別又は集団によるリハビリテーションは、１月に８回以上

実施することが望ましいが、１月に４回以上実施した場合に算定できるもの

である。その際には、通所リハビリテーション計画にその時間、実施頻度、

実施方法を定めたうえで実施するものであること。 

④ 認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）における通所リハビリテー

ション計画の作成に当たっては、認知症を有する利用者の生活環境に対応し

たサービス提供ができる体制を整える必要があることから、利用者の生活環

境をあらかじめ把握するため、当該利用者の居宅を訪問すること。 

⑤ 認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）における通所リハビリテー

ション計画に従ったリハビリテーションの評価に当たっては、利用者の居宅

を訪問し、当該利用者の居宅における応用的動作能力や社会適応能力につい

て評価を行い、その結果を当該利用者とその家族に伝達すること。なお、当

該利用者の居宅を訪問した際、リハビリテーションを実施することはできな

いことに留意すること。 

⑥ 本加算の対象となる利用者は、ＭＭＳＥ（Ｍｉｎｉ Ｍｅｎｔａｌ Ｓｔ

ａｔｅ Ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ）又はＨＤＳ－Ｒ（改訂長谷川式簡易知能

評価スケール）においておおむね５点～25点に相当する者とするものである

こと。 

⑦ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）の算定に当たっては、

リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていることから、

当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留意すること。 

⑧ 本加算は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）については

その退院（所）日又は通所開始日から起算して３月以内の期間に、認知症短

期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）についてはその退院（所）日又は

通所開始日の属する月から起算して３月以内の期間にリハビリテーションを

集中的に行った場合に算定できることとしているが、当該利用者が過去３月

の間に本加算を算定した場合には算定できないこととする。 

(14) 生活行為向上リハビリテーション実施加算について 

① 生活行為向上リハビリテーション実施加算の「生活行為」とは、個人の活
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動として行う排泄、入浴、調理、買物、趣味活動等の行為をいう。 

② 生活行為向上リハビリテーション実施加算におけるリハビリテーション

（以下「生活行為向上リハビリテーション」という。）は、加齢や廃用症候

群等により生活機能の一つである活動をするための機能が低下した利用者に

対して、当該機能を回復させ、生活行為の内容の充実を図るための目標と当

該目標を踏まえた６月間の生活行為向上リハビリテーションの内容を生活行

為向上リハビリテーション実施計画にあらかじめ定めた上で、計画的に実施

するものであること。 

③ 生活行為向上リハビリテーションを提供するための生活行為向上リハビリ

テーション実施計画の作成や、リハビリテーション会議における当該リハビ

リテーションの目標の達成状況の報告については、大臣基準告示第28号イに

よって配置された者が行うことが想定されていることに留意すること。 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加算の

趣旨について説明した上で、当該計画の同意を得るよう留意すること。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の算定

が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえ、家庭での役割を担

うことや地域の行事等に関与すること等を可能とすることを見据えた目標や

実施内容を設定すること。 

⑥ 本加算は、６月間に限定して算定が可能であることから、利用者やその家

族においても、生活行為の内容の充実を図るための訓練内容を理解し、家族

の協力を得ながら、利用者が生活の中で実践していくことが望ましいこと。 

また、リハビリテーション会議において、訓練の進捗状況やその評価（当

該評価の結果、訓練内容に変更が必要な場合は、その理由を含む。）等につ

いて、医師が利用者、その家族、構成員に説明すること。 

⑦ 生活行為向上リハビリテーション実施計画に従ったリハビリテーションの

評価に当たっては、利用者の居宅を訪問し、当該利用者の居宅における応用

的動作能力や社会適応能力について評価を行い、その結果を当該利用者とそ

の家族に伝達すること。なお、当該利用者の居宅を訪問した際、リハビリテ

ーションを実施することはできないことに留意すること。 

(15) 若年性認知症利用者受入加算について 
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通所介護と同様であるので、７(14)を参照されたい。 

(16) 栄養アセスメント加算について 

通所介護と同様であるので、７(15)を参照されたい。 

(17) 栄養改善加算について 

通所介護と同様であるので、７(16)を参照されたい。 

(18) 口腔・栄養スクリーニング加算について 

通所介護と同様であるので、７(17)を参照されたい。 

(19) 口腔機能向上加算について 

通所介護と同様であるので、７(18)を参照されたい。 

(20) 重度療養管理加算について 

① 重度療養管理加算は、要介護３、要介護４又は要介護５に該当する者であ

って別に厚生労働大臣の定める状態（利用者等告示）にある利用者に対して、

計画的な医学的管理を継続的に行い指定通所リハビリテーションを行った場

合に当該加算を算定する。当該加算を算定する場合にあっては、当該医学的

管理の内容等を診療録に記録しておくこと。 

② 当該加算を算定できる利用者は、次のいずれかについて、当該状態が一定

の期間や頻度で継続している者であることとする。なお、請求明細書の摘要

欄に該当する状態（利用者等告示第18号のイからリまで）を記載することと

する。なお、複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載すること。 

ア 利用者等告示第18号イの「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」と

は、当該月において１日当たり８回（夜間を含め約３時間に１回程度）以

上実施している日が20日を超える場合をいうものであること。 

イ 利用者等告示第18号ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している

状態」については、当該月において１週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼

吸を行っている場合をいう。 

ウ 利用者等告示第18号ハの「中心静脈注射を実施している状態」について

は、中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養

以外に栄養維持が困難な利用者である場合をいう。 

エ 利用者等告示第18号ニの「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併

症を有する状態」については、人工腎臓を各週２日以上実施しているもの
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であり、かつ、次に掲げるいずれかの合併症をもつものである場合をいう。 

Ａ 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている

糖尿病 

Ｂ 常時低血圧（収縮期血圧が90ｍｍＨｇ以下） 

Ｃ 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの 

Ｄ 出血性消化器病変を有するもの 

Ｅ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの 

Ｆ うっ血性心不全（ＮＹＨＡⅢ度以上）のもの 

オ 利用者等告示第18号ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モ

ニター測定を実施している状態」については、持続性心室性頻拍や心室細

動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧90ｍｍＨｇ以下が持続

する状態、又は、酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度90％以下の状態で

常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを

行っている場合をいう。 

カ 利用者等告示第18号ヘの「膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害

者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号に掲げる身体障

害者障害程度等級表の４級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施し

ている状態」については、当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケ

アを行った場合をいう。 

キ 利用者等告示第18号トの「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている

状態」については、経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利

用者に対して、経腸栄養を行った場合をいう。 

ク 利用者等告示第18号チの「褥瘡に対する治療を実施している状態」につ

いては、以下の分類で第３度以上に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要

な処置を行った場合に限る。 

第１度：皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失

しない（皮膚の損傷はない） 

第２度：皮膚層の部分的喪失（びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるも

の） 

第３度：皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして



121 

表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある 

第４度：皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している 

ケ 利用者等告示第18号リの「気管切開が行われている状態」については、

気管切開が行われている利用者について、気管切開の医学的管理を行った

場合をいう。 

(21) 中重度者ケア体制加算について 

通所介護と同様であるので、７(９)を参照されたい。ただし「常勤換算方

法で２以上」とあるものは「常勤換算方法で１以上」と、「ケアを計画的に

実施するプログラム」とあるのは「リハビリテーションを計画的に実施する

プログラム」と読み替えること。 

(22) 科学的介護推進体制加算について 

通所介護と同様であるので、７(19)を参照されたい。 

(23) 事業所と同一の建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に通所

介護を行う場合の取扱い 

通所介護と同様であるので、７(20)を参照されたい。 

(24) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が送

迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注21の

減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。 

(25) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

通所介護と同様であるので、７(22)を参照されたい。 

(26) 人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について 

① 当該事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び

介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を下回っている、いわゆる人

員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算定

方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしてい

るところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定で

あり、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 

② 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び介護職員の配

置数については、 
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イ 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合にはその翌

月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者の全

員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従

って減算する。 

ロ １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消

されるに至った月まで、単位ごとに利用者等の全員について所定単位数が

通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される（ただし、

翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

③ 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、

利用定員等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場

合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとす

る。 

(27) 移行支援加算について 

訪問リハビリテーションと同様であるので、５(11)を参照されたい。 

ただし、この場合、「指定通所介護等」とあるのは「指定通所介護等（指

定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは除

く。）」と読み替えること。 

(28) サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので３(９)④から⑧までを参照されたい。 

② 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員として勤務を行う職員

を指すものとする。 

なお、１時間以上２時間未満の指定通所リハビリテーションを算定する場

合であって、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリテーション

を提供する場合にあっては、これらの職員も含むものとすること。 

(29) 介護職員処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(22)を参照されたい。 

(30) 介護職員等特定処遇改善加算について 

訪問介護と同様であるので、２の(23)を参照されたい。 

(31) 記録の整備について 
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リハビリテーションに関する記録（実施期間、訓練内容、担当者、加算の算

定に当たって根拠となった書類等）は利用者ごとに保管され、常に当該事業所

のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。 

９ 福祉用具貸与費 

(１) 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、以下の

とおりである。 

① 交通費の算出方法について 

注１から注３までに規定する「通常の事業の実施地域において指定福祉用

具貸与を行う場合に要する交通費」の額は、最も経済的な通常の経路及び方

法（航空賃等に階級がある場合は、最も安価な階級）による交通費とするこ

とを基本として、実費（空路で運搬又は移動する場合には航空賃、水路で運

搬又は移動する場合には船賃、陸路で運搬又は移動する場合には燃料代及び

有料道路代（運送業者を利用して運搬した場合はその利用料））を基礎とし、

複数の福祉用具を同一利用者に貸与して同時に運搬若しくは移動を行う場合

又は一度に複数の利用者に係る福祉用具貸与のための運搬又は移動を行う場

合における交通費の実費を勘案して、合理的に算出するものとする。 

② 交通費の価格体系の設定等について 

指定福祉用具貸与事業者は、交通費の額及び算出方法について、あらかじ

め利用者の居住する地域に応じた価格体系を設定し、運営規程に記載してお

くものとする。なお、指定福祉用具貸与事業者は、運営規程に記載した交通

費の額及びその算出方法を指定福祉用具貸与の提供に当たって利用者に説明

するとともに、当該利用者に係る運搬又は移動に要した経路の費用を証明で

きる書類（領収書等）を保管し、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に

関する記録として保存するものとする。 

③ 注１に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定福祉用具貸

与事業所が複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算

限度について 

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付

対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額の100分の100に相当する額

を限度として加算できるものとする。この場合において、交通費の額が当該
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100分の100に相当する額に満たないときは、当該交通費を合理的な方法によ

り按分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。 

④ 注２に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生

労働大臣が定める施設基準に適合する指定福祉用具貸与事業所が複数の福祉

用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算限度について 

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付

対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額の３分の２に相当する額を

限度として加算できるものとする。この場合において、交通費の額が当該３

分の２に相当する額に満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按

分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。 

なお、実利用者数とは前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均実利用

者数をいうものとし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を

開始し、又は再開した事業所を含む。）については、直近の３月における１

月当たりの平均実利用者数を用いるものとする。したがって、新たに事業を

開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるもの

であること。平均実利用者数については、毎月ごとに記録するものとし、所

定の人数を上回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなけれ

ばならない。また、当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に

事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。 

⑤ 注３に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対

して、通常の事業の実施地域を越えて複数の福祉用具を同一利用者に対して

同時に貸与した場合の加算限度について 

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付

対象となる福祉用具の貸与に要する費用の合計額の３分の１に相当する額を

限度として加算できるものとする。この場合において、交通費の額が当該３

分の１に相当する額に満たないときは、当該交通費を合理的な方法により按

分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。なお、

当該加算を算定する利用者については、指定居宅サービス基準第197条第３

項第１号に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。 

(２) 要介護１の者等に係る指定福祉用具貸与費 
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① 算定の可否の判断基準 

要介護１の者に係る指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て

使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊

寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感

知機器」、「移動用リフト（つり具の部分を除く。）」及び「自動排泄処理

装置」（以下「対象外種目」という。）に対しては、原則として算定できな

い。また、「自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除

く。）」については、要介護１の者に加え、要介護２及び要介護３の者に対

しては、原則として算定できない。しかしながら利用者等告示第31号のイで

定める状態像に該当する者については、軽度者（要介護１の者をいう。ただ

し、自動排泄処理装置については、要介護１、要介護２及び要介護３の者を

いう。以下(２)において同じ。）であっても、その状態像に応じて利用が想

定される対象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が可能であり、その

判断については、次のとおりとする。 

ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推

計の方法」（平成11年厚生省告示第91号）別表第１の調査票のうち基本調

査の直近の結果（以下単に「基本調査の結果」という。）を用い、その要

否を判断するものとする。 

イ ただし、アの（二）「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認

められる者」及びオの（三）「生活環境において段差の解消が必要と認め

られる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師か

ら得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な

助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネ

ジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断することとなる。なお、こ

の判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を

見直す頻度（必要に応じて随時）で行うこととする。 

ウ また、アにかかわらず、次のⅰ）からⅲ）までのいずれかに該当する旨

が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を

通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が

判断されている場合にあっては、これらについて、市町村が書面等確実な
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方法により確認することにより、その要否を判断することができる。この

場合において、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書による

確認のほか、医師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サー

ビス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えない。 

ⅰ）疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間

帯によって、頻繁に利用者等告示第31号のイに該当する者 

（例 パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象） 

ⅱ）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用

者等告示第31号のイに該当することが確実に見込まれる者 

（例 がん末期の急速な状態悪化） 

ⅲ）疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の

回避等医学的判断から利用者等告示第31号のイに該当すると判断できる

者 

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害

による誤嚥性肺炎の回避） 

注 括弧内の状態は、あくまでもⅰ）～ⅲ）の状態の者に該当する可能

性のあるものを例示したにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外の

者であっても、ⅰ）～ⅲ）の状態であると判断される場合もありうる。 

② 基本調査結果による判断の方法 

指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る指定福祉

用具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、「厚生労働大臣が定める

者」のイへの該当性を判断するための基本調査の結果の確認については、次

に定める方法による。なお、当該確認に用いた文書等については、サービス

記録と併せて保存しなければならない。 

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該軽度者の「要

介護認定等基準時間の推計の方法」別表第１の認定調査票について必要な

部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並

びに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の写し

（以下「調査票の写し」という。）の内容が確認できる文書を入手するこ

とによること。 
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イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあっては、

当該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手すること。 

第３ 居宅介護支援費に関する事項 

１ 月の途中で、利用者が死亡し、又は施設に入所した場合等 

死亡、入所等の時点で居宅介護支援を行っており、かつ、当該月分の指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号。以下

「指定居宅介護支援等基準」という。）第14条第１項に規定する文書（給付管理

票）を市町村（審査支払を国保連合会に委託している場合は、国保連合会）に届

け出ている事業者について、居宅介護支援費を算定する。 

２ 月の途中で、事業者の変更がある場合 

利用者に対して月末時点で居宅介護支援を行い給付管理票を国保連合会に提出

する事業者について居宅介護支援費を算定する趣旨であるため、月の途中で事業

者の変更があった場合には、変更後の事業者についてのみ居宅介護支援費を算定

するものとする（ただし、月の途中で他の市町村に転出する場合を除く。）。 

３ 月の途中で要介護度に変更があった場合 

要介護１又は要介護２と、要介護３から要介護５までは居宅介護サービス計画

費の単位数が異なることから、要介護度が要介護１又は要介護２から、要介護３

から要介護５までに変更となった場合の取扱いは、月末における要介護度区分に

応じた報酬を請求するものとする。 

４ 月の途中で、他の市町村に転出する場合 

利用者が月の途中に他の市町村に転出する場合には、転出の前後のそれぞれの

支給限度額は、それぞれの市町村で別々に管理することになることから、転入日

の前日までの給付管理票と転入日以降の給付管理票も別々に作成すること。この

場合、それぞれの給付管理票を同一の居宅介護支援事業者が作成した場合であっ

ても、それぞれについて居宅介護支援費が算定されるものとする。 

５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合 

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月に

おいても利用実績のない月については、給付管理票を作成できないため、居宅介

護支援費は請求できない。ただし、病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人

福祉施設若しくは介護保険施設（以下「病院等」という。）から退院又は退所す
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る者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込み

がないと診断した利用者については、当該利用者に対してモニタリング等の必要

なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類

の整備を行っている場合は請求することができる。なお、その際は居宅介護支援

費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録を残

しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。 

６ 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合 

注３の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大臣基

準告示第82号に規定することとしたところであるが、より具体的には次のいずれ

かに該当する場合に減算される。 

これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規

定を遵守するよう努めるものとする。市町村長（特別区の区長を含む。以下この

第３において同じ。）は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよ

う指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、

指定の取消しを検討するものとする。 

(１) 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

・利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ

ること 

・利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理

由の説明を求めることができること 

・前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計

画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介

護（以下(１)において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた

居宅サービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事

業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごと

の回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス

事業者によって提供されたものが占める割合 

について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が

解消されるに至った月の前月まで減算する。 

(２) 居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たっては、次の場合に減算
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されるものであること。 

① 当該事業所の介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその

家族に面接していない場合には、当該居宅サービス計画に係る月（以下「当

該月」という。）から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

② 当該事業所の介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行ってい

ない場合（やむを得ない事情がある場合を除く。以下同じ。）には、当該月

から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

③ 当該事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画の原案の内容について

利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、

居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない場合には、当該月か

ら当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

(３) 次に掲げる場合においては、当該事業所の介護支援専門員が、サービス担

当者会議等を行っていないときには、当該月から当該状態が解消されるに至っ

た月の前月まで減算する。 

① 居宅サービス計画を新規に作成した場合 

② 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合 

③ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場

合 

(４) 居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下

「モニタリング」という。）に当たっては、次の場合に減算されるものである

こと。 

① 当該事業所の介護支援専門員が１月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面

接していない場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態が解消

されるに至った月の前月まで減算する。 

② 当該事業所の介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態

が１月以上継続する場合には、特段の事情のない限り、その月から当該状態

が解消されるに至った月の前月まで減算する。 

７ 基本単位の取扱いについて 

(１) 取扱件数の取扱い 

基本単位の居宅介護支援費（ⅰ）、居宅介護支援費（ⅱ）、居宅介護支援費
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（ⅲ）を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所

全体の利用者（月末に給付管理を行っている者をいう。）の総数に指定介護予

防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者（120条告示に

規定する厚生労働大臣が定める地域に該当する地域に住所を有する利用者を除

く。）の数に２分の１を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法によ

り算定した介護支援専門員の員数で除して得た数とする。 

(２) 情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用 

情報通信機器（人工知能関連技術を含む）については、当該事業所の介護支

援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽

減や効率化に資するものとするが、具体的には、例えば、 

・ 当該事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーシ

ョンを備えたスマートフォン 

・ 訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウエアを組み込

んだタブレット 

等とする。 

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

(３) 事務職員の配置 

事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援

等基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、

その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。なお、当該事業所内の配置

に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、常勤換算で介護支援専門員１

人あたり、１月24時間以上の勤務を必要とする。 

(４) 居宅介護支援費の割り当て 

居宅介護支援費（ⅰ）、（ⅱ）又は（ⅲ）の利用者ごとの割り当てに当たっ

ては、利用者の契約日が古いものから順に、１件目から39件目（常勤換算方法

で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40にその数を乗じた

数から１を減じた件数まで）については居宅介護支援費（ⅰ）を算定し、40件

目（常勤換算方法で１を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、40
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にその数を乗じた件数）以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護

支援費（ⅱ）又は（ⅲ）を算定すること。 

ただし、居宅介護支援費（Ⅱ）を算定する場合は、「39件目」を「44件目」

と、「40」を「45」と読み替える。 

８ 注５について 

実利用者数とは前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均実利用者数をいう

ものとし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再

開した事業所を含む。）については、直近の３月における１月当たりの平均実利

用者数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事

業者については、４月目以降届出が可能となるものであること。平均実利用者数

については、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った場合について

は、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 

９ 初回加算について 

初回加算は、具体的には次のような場合に算定される。 

① 新規に居宅サービス計画を作成する場合 

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

③ 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成す

る場合 

10 特定事業所集中減算について 

(１) 判定期間と減算適用期間 

居宅介護支援事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所にお

いて作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、

次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援

のすべてについて減算を適用する。 

① 判定期間が前期（３月１日から８月末日）の場合は、減算適用期間を10月

１日から３月31日までとする。 

② 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月

１日から９月30日までとする。 

(２) 判定方法 

各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計
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画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護（以下

「訪問介護サービス等」という。）が位置付けられた居宅サービス計画の数を

それぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の

多い法人（以下「紹介率最高法人」という。）を位置付けた居宅サービス計画

の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80％を超

えた場合に減算する。 

（具体的な計算式） 

事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、い

ずれかのサービスの値が80％を超えた場合に減算 

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービス

を位置付けた計画数 

(３) 算定手続 

判定期間が前期の場合については９月15日までに、判定期間が後期の場合に

ついては３月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を

記載した書類を作成し、算定の結果80％を超えた場合については当該書類を市

町村長に提出しなければならない。なお、80％を超えなかった場合についても、

当該書類は、各事業所において２年間保存しなければならない。 

① 判定期間における居宅サービス計画の総数 

② 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数 

③ 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サ

ービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名 

④ (２)の算定方法で計算した割合 

⑤ (２)の算定方法で計算した割合が80％を超えている場合であって正当な理

由がある場合においては、その正当な理由 

(４) 正当な理由の範囲 

(３)で判定した割合が80％を超える場合には、80％を超えるに至ったことに

ついて正当な理由がある場合においては、当該理由を市町村長に提出すること。

なお、市町村長が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適

用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次

のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般
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の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを市町村長において適

正に判断されたい。 

① 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サ

ービスごとでみた場合に５事業所未満である場合などサービス事業所が少数

である場合 

（例） 訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として10事業所が

所在する地域の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割

合が80％を超えても減算は適用されないが、通所介護について80％を超え

た場合には減算が適用される。 

（例） 訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として４事業所が

所在する地域の場合は、訪問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最

高法人を位置づけた割合が80％を超えた場合でも減算は適用されない。 

② 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 

③ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど

事業所が小規模である場合 

④ 判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが

位置付けられた計画件数が１月当たり平均10件以下であるなど、サービスの

利用が少数である場合 

（例） 訪問介護が位置付けられた計画件数が１月当たり平均５件、通所介

護が位置付けられた計画件数が１月当たり平均20件の場合は、訪問介護に

ついて紹介率最高法人を位置づけた割合が80％を超えても減算は適用され

ないが、通所介護について80％を超えた場合には減算が適用される。 

⑤ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特

定の事業者に集中していると認められる場合 

（例） 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理

由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居

宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているも

の。 

⑥ その他正当な理由と市町村長が認めた場合 

11 特定事業所加算について 
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(１) 趣旨 

特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専

門性の高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評

価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資す

ることを目的とするものである。 

(２) 基本的取扱方針 

特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）又は（Ａ）の対象となる事業所につ

いては、 

・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であ

ること 

・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのよ

うな支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモ

デル的な居宅介護支援事業所であること 

が必要となる。 

本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、(１)に掲げ

る趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。 

(３) 厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針 

大臣基準告示第84号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところ

によること。 

① (１)関係 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事

業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務

しても差し支えないものとする。 

② (２)関係 

常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員２名を

置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、

少なくとも主任介護支援専門員２名及び介護支援専門員３名の合計５名を常

勤かつ専従で配置する必要があること。 

③ (３)関係 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達



135 

等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでなければならないこと。 

ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 

(１) 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 

(２) 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 

(３) 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 

(４) 保健医療及び福祉に関する諸制度 

(５) ケアマネジメントに関する技術 

(６) 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 

(７) その他必要な事項 

イ 議事については、記録を作成し、２年間保存しなければならないこと。 

ウ 「定期的」とは、おおむね週１回以上であること。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

④ (４)関係 

24時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取る

ことができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要がある

ことを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等

も可能であること。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、携帯電話等の

転送による対応等も可能であるが、連携先事業所の利用者に関する情報を共

有することから、指定居宅介護支援等基準第23条の規定の遵守とともに、利

用者又はその家族に対し、当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解

できるよう説明を行い、同意を得ること。 

⑤ (５)関係 

要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合が40％以上であることについ

ては、毎月その割合を記録しておくこと。 

なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケ

ースに取り組むべきこととされているものであり、こうした割合を満たすの
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みではなく、それ以外のケースについても、常に積極的に支援困難ケースを

受け入れるべきものであること。 

また、(７)の要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例

を紹介された場合」に該当するケースについては、例外的に(５)の40％要件

の枠外として取り扱うことが可能であること（すなわち、当該ケースについ

ては、要介護３、要介護４又は要介護５の者の割合の計算の対象外として取

り扱うことが可能）。 

⑥ (６)関係 

「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介

護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制

の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、

内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも次年度が始まるま

でに次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研修目標の達

成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければなら

ないこと。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該

届出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所

との共同開催による研修実施も可能である。 

⑦ (７)関係 

特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受

け入れるものでなければならず、また、そのため、常に地域包括支援センタ

ーとの連携を図らなければならないこと。 

⑧ (９)関係 

特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみなら

ず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービ

ス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要があること。 

⑨ (10)関係 

取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援

専門員１名当たり40名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は45

名未満）であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏
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るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなけれ

ばならないこと。 

⑩ (11)関係 

協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われているこ

とに限らず、受入が可能な体制が整っていることをいう。そのため、当該指

定居宅介護支援事業所は、研修の実施主体との間で実習等の受入を行うこと

に同意していることを、書面等によって提示できるようにすること。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所

との共同による協力及び協力体制も可能である。 

⑪ (12)関係 

特定事業所加算算定事業所は、質の高いケアマネジメントを実施する事業

所として、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上

を牽引する立場にあることから、同一法人内に留まらず、他の法人が運営す

る事業所の職員も参画した事例検討会等の取組を、自ら率先して実施してい

かなければならない。なお、事例検討会等の内容、実施時期、共同で実施す

る他事業所等について、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計

画を定めなければならない。なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合

にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すること。 

なお、特定事業所加算（Ａ）を算定する事業所については、連携先事業所

との協力による研修会等の実施も可能である。 

⑫ (13)関係 

多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスと

は、介護給付等対象サービス（介護保険法第24条第２項に規定する介護給付

等対象サービスをいう。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該

地域の住民による自発的な活動によるサービス等のことをいう。 

⑬ 特定事業所加算（Ⅱ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事

業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務

しても差し支えないものとする。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員３名とは別に、主任介護支援専門員
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を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、

少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員３名の合計４名を常勤か

つ専従で配置する必要があること。 

⑭ 特定事業所加算（Ⅲ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事

業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務

しても差し支えないものとする。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員２名とは別に、主任介護支援専門員

を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、

少なくとも主任介護支援専門員及び介護支援専門員２名の合計３名を常勤か

つ専従で配置する必要があること。 

⑮ 特定事業所加算（Ａ）について 

常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事

業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務

しても差し支えないものとする。 

また、常勤かつ専従の介護支援専門員１名並びに常勤換算方法で１の介護

支援専門員とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがっ

て、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員

及び介護支援専門員１名の合計２名を常勤かつ専従で配置するとともに、介

護支援専門員を常勤換算方法で１の合計３名を配置する必要があること。 

この場合において、当該常勤換算方法で１の介護支援専門員は他の居宅介

護支援事業所（連携先事業所に限る。）の職務と兼務しても差し支えないが、

当該兼務に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた常勤

専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の

業務とは必ずしも指定居宅サービス事業の業務を指すものではない。 

⑯ その他 

特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行

うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者

に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事

業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。 



139 

(４) 手続 

本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に

関する所定の記録を作成し、２年間保存するとともに、市町村長から求めがあ

った場合については、提出しなければならない。 

12 特定事業所医療介護連携加算について 

(１) 基本的取扱方針 

当該加算の対象となる事業所においては、日頃から医療機関等との連携に関

する取組をより積極的に行う事業所であることが必要となる。 

(２) 具体的運用方針 

ア 退院・退所加算の算定実績について 

退院・退所加算の算定実績に係る要件については、退院・退所加算の算定

回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数が、特定事業所医療介護

連携加算を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月までの間におい

て35回以上の場合に要件を満たすこととなる。 

イ ターミナルケアマネジメント加算の算定実績について 

ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に係る要件については、特定

事業所医療介護連携加算を算定する年度の前々年度の３月から前年度の２月

までの間において、算定回数が５回以上の場合に要件をみたすこととなる。 

ウ 特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定実績について 

特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の算定実績について特定事業所医療介護連

携加算は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業所が医療・

介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行うものであるから、他の

要件を満たす場合であっても、特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）の

いずれかを算定していない月は特定事業所医療介護連携加算の算定はできな

い。 

13 入院時情報連携加算について 

(１) 総論 

「必要な情報」とは、具体的には、当該利用者の入院日、心身の状況（例え

ば疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など）、生活環境（例えば、

家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など）及びサービス
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の利用状況をいう。当該加算については、利用者１人につき、１月に１回を限

度として算定することとする。 

また、情報提供を行った日時、場所（医療機関へ出向いた場合）、内容、提

供手段（面談、ＦＡＸ等）等について居宅サービス計画等に記録すること。な

お、情報提供の方法としては、居宅サービス計画等の活用が考えられる。 

(２) 入院時情報連携加算（Ⅰ） 

利用者が入院してから３日以内に、医療機関の職員に対して必要な情報を提

供した場合に所定単位数を算定する。 

(３) 入院時情報連携加算（Ⅱ） 

利用者が入院してから４日以上７日以内に、医療機関の職員に対して必要な

情報を提供した場合に所定単位数を算定する。 

14 退院・退所加算について 

(１) 総論 

病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護

保険施設（以下「病院等」という。）への入所をしていた者が退院又は退所

（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスの在

宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。）し、その居宅において居宅サ

ービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又

は退所に当たって、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情

報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サー

ビスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス又は地

域密着型サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を

算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、

別途定めることとする。 

(２) 算定区分について 

退院・退所加算については、以下の①から③の算定区分により、入院又は入

所期間中１回（医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談に

参加し、必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又

は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合を含む）のみ算定する

ことができる。また、面談は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる
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ものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この(２)において「利用者

等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について

当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に

当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

① 退院・退所加算（Ⅰ）イ・ロ 

退院・退所加算（Ⅰ）イ及びロについては、病院等の職員からの情報収集

を１回行っている場合に算定可能であり、うち（Ⅰ）ロについてはその方法

がカンファレンスである場合に限る。 

② 退院・退所加算（Ⅱ）イ・ロ 

・ 退院・退所加算（Ⅱ）イについては、病院等の職員からの情報収集を２

回以上行っている場合に算定が可能。 

・ 退院・退所加算（Ⅱ）ロについては、病院等の職員からの情報収集を２

回行っている場合であって、うち１回以上がカンファレンスによる場合に

算定が可能。 

③ 退院・退所加算（Ⅲ） 

退院・退所加算（Ⅲ）については、病院等の職員からの情報収集を３回以

上行っている場合であって、うち１回以上がカンファレンスによる場合に算

定が可能。 

(３) その他の留意事項 

① (２)に規定するカンファレンスは以下のとおりとする。 

イ 病院又は診療所 

診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療

報酬点数表の退院時共同指導料２の注３の要件を満たし、退院後に福祉用具

の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居

宅サービスを提供する作業療法士等が参加するもの。 

ロ 地域密着型介護老人福祉施設 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成

18年３月14日厚生労働省令第34号。以下このロにおいて「基準」という。）
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第134条第６項及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業

者への情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第

131条第１項に掲げる地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入

所者又はその家族が参加するものに限る。また、退所後に福祉用具の貸与が

見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービ

スを提供する作業療法士等が参加すること。 

ハ 介護老人福祉施設 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年３月

31日厚生省令第39号。以下このハにおいて「基準」という。）第７条第６項

及び第７項に基づき、入所者への援助及び居宅介護支援事業者に対する情報

提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる

介護老人福祉施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するもの

に限る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要

に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加

すること。 

ニ 介護老人保健施設 

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11

年３月31日厚生省令第40号。以下このニにおいて「基準」という。）第８条

第６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供

等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護

老人保健施設に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限

る。また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応

じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加する

こと。 

ホ 介護医療院 

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年１月

18日厚生労働省令第５号。以下このホにおいて「基準」という。）第12条第

６項に基づき、入所者への指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等

を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、基準第４条に掲げる介護医

療院に置くべき従業者及び入所者又はその家族が参加するものに限る。また、
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退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用

具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

ヘ 介護療養型医療施設（平成35年度末までに限る。） 

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条

の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型

医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第41号。以

下このヘにおいて「基準」という。）第９条第５項に基づき、患者に対する

指導及び居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された

場合の会議。ただし、基準第２条に掲げる介護療養型医療施設に置くべき従

業者及び患者又はその家族が参加するものに限る。また、退院後に福祉用具

の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居

宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。 

② 同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合又はカンファレンスに参加

した場合でも、１回として算定する。 

③ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ま

しいが、退院後７日以内に情報を得た場合には算定することとする。 

④ カンファレンスに参加した場合は、(１)において別途定める様式ではなく、

カンファレンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サー

ビス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。 

15 通院時情報連携加算 

当該加算は、利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身

の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な

情報提供を受けた上で、居宅サービス計画等に記録した場合に、算定を行うもの

である。なお、同席にあたっては、利用者の同意を得た上で、医師等と連携を行

うこと。 

16 緊急時等居宅カンファレンス加算について 

(１) 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導した日が異な

る場合は指導日もあわせて）、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏

名及びそのカンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること。 

(２) 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関におけ
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る診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることか

ら、利用者の状態像等が大きく変化していることが十分想定されるため、必要

に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービス及び地域密着型

サービスの調整を行うなど適切に対応すること。 

17 ターミナルケアマネジメント加算について 

(１) ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者の死

亡月に加算することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、

利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする。 

(２) ターミナルケアマネジメント加算は、１人の利用者に対し、１か所の指定

居宅介護支援事業所に限り算定できる。なお、算定要件を満たす事業所が複数

ある場合には、当該利用者が死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅

サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事業所がターミナルケアマ

ネジメント加算を算定することとする。 

(３) ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が

同意した時点以降は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に

記録しなければならない。 

① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対

して居宅介護支援事業者が行った支援についての記録 

② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた

指定居宅サービス事業者等と行った連絡調整に関する記録 

(４) ターミナルケアマネジメントを受けている利用者が、死亡診断を目的とし

て医療機関へ搬送され、24 時間以内に死亡が確認される場合等については、

ターミナルケアマネジメント加算を算定することができるものとする。 
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表 

対象外種目 厚生労働大臣が定める者のイ 厚生労働大臣が定める者の

イに該当する基本調査の結

果 

ア 車いす及び車い

す付属品 

次のいずれかに該当する者  

㈠ 日常的に歩行が困難な者 基本調査１―７ 「３．で

きない」 

㈡ 日常生活範囲における移動の支援

が特に必要と認められる者 

― 

イ 特殊寝台及び特

殊寝台付属品 

次のいずれかに該当する者  

㈠ 日常的に起きあがりが困難な者 基本調査１―４ 「３．で

きない」 

㈡ 日常的に寝返りが困難な者 基本調査１―３ 「３．で

きない」 

ウ 床ずれ防止用具

及び体位変換器 

日常的に寝返りが困難な者 基本調査１―３ 「３．で

きない」 

エ 認知症老人徘徊

感知機器 

次のいずれにも該当する者  

㈠ 意思の伝達、介護者への反応、記

憶・理解のいずれかに支障がある者 

基本調査３―１ 

「１．調査対象者が意思を

他者に伝達できる」以外 

又は 

基本調査３―２～３―７の

いずれか 

「２．できない」 

又は 

基本調査３―８～４―15の

いずれか 

「１．ない」以外 

その他、主治医意見書にお

いて、認知症の症状がある
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旨が記載されている場合も

含む。 

㈡ 移動において全介助を必要としな

い者 

基本調査２―２ 「４．全

介助」以外 

オ 移動用リフト

（つり具の部分を

除く。） 

次のいずれかに該当する者  

㈠ 日常的に立ち上がりが困難な者 基本調査１―８ 「３．で

きない」 

㈡ 移乗が一部介助又は全介助を必要

とする者 

基本調査２―１ 「３．一

部介助」又は「４．全介

助」 

㈢ 生活環境において段差の解消が必

要と認められる者 

― 

カ 自動排泄処理装

置 

次のいずれにも該当する者  

㈠ 排便が全介助を必要とする者 基本調査２－６ 

「４．全介助」 

㈡ 移乗が全介助を必要とする者 基本調査２－１ 

「４．全介助」 
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別紙様式１ 
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別紙様式２ 
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別紙様式３ 
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